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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(12)

56・4 また、女性が彼女(ないし、彼等)の所領を(主君に)返還し (op

let)、])あるいは、それ(=所領)が彼女からレーン法廷の判決をもって (mit

lenrechte)剥奪される (verdeltwert) (ないし、された)2) 場合、それ(=所領)を

彼女とともに(=共同で)受領したかの者(=男性家臣)3) は、それ(=所領)に

ついて(の占有権・管理権を)もたない。4) しかしながら、彼(=男性家臣)がそ

れ(=所領)を(主君に)返還し(< op> let)、5) あるいは、それ(=所領)が彼から

レーン法廷の判決をもって剥奪される(ないし、された)2)場合、彼女がそれに

よって(所領の占有権を)失うことはない、6) 彼女は(その所領の)ゲヴェーレの

中にいる(inden weren sit) (=その所領の占有権を主君から受領した本人として、

それを(レーンとして)占有・支配している)7)からである。また、彼(=男性家臣)

はそれについて(=その所領を)女性の意に反して(家臣に)封与(=又授封)する

ことをえない08) ただし、(所領のうち、すでに彼等の家臣に)封与(=又授封)さ

れた状態で (verlegen)彼等(に主君から授封されて彼等)の手に入る (ankumt) 

(ないし、手に入った)もの(=昂員)、9)および、彼(=男性家臣)がレーン法廷の

判決をもってそうするよう強制される(ないし、された)場合lG) は、その限り

でない。]])[それ(=所領)について自由に(Jedich)なる(ないし、なった)もの

があれば、それは女性にとって自由に(Jedich)なる(ないし、女性の予に1;<る)

のであって、(それを彼等に授封した)主君やそれ(=所領)を彼女とともに(ニ共

lujで)受領した(男性)家臣にとって ([']111になる、ないし、 i'.:nや男性家I;iの子に

I~るの)ではない(からである) 0 J ]~I 

1)この oplatenの認については、前出レーン法16(=AVl・42)、註.3を参照され

たい。

2) mit lenrechte verdelt wertという表現については、前出レーン法39・1(=AVl・

95) (註・ 2と3の箇所)を参照されたい。

3 )この件 (Ord即時 Ic)のテキストでは、 jeneのあとに deの語が補足されているが、

それによってこの文の意味が変わることはなく、それを訳文に反映させることは

難しいので、その補足は本註で指摘するにとどめる。

4 )この件、原文はjene< de > ne hevet d訂 nichtanとなって(いて、 hevetの直後目的語

が省略された形になって)いる。これをヒルシュは hatjener…・・・ keinrecht mehr daran 

と訳し (Hi..S. 155)、ショットもそれに追随している (Sch.，S. 303)。この訳は(実

質的には)間違っていないが、上掲・邦訳でそれに従わず(敢えて)rの占有権・管
理権を」と L寸補訳を施したのは、次の三つの理l:tlによる。①ザクセンシュピー
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ゲルにおいて rechtの語が「権利jの意味で用いられる場合、実体(法)的な「権

利jを指すことは(きわめて)限られており、手続(法)的な意味で用いられるこ

とが(圧倒的に)多いので(石川Ir中世法j、507-508頁、 523-525頁を参照)、実体(法)
的なそれを意味する(ないし、しうる)r権利Jの語を安易に補足したくないこと。
②(前註・ 2に挙げた)前出レーン法39・1(=AV 1・95)では、家臣が所領を(主

君に)返還し、あるいは、所領が彼からレーン法廷の判決をもって剥奪された場

合、「その者は were(=所領の占有権)を欠くべきであるj、とされているだけでな

く、(少なくとも)所領を返還した家臣には所領をヲ|き戻すべき「年期Jが認めら
れており、さらに、前出レーン法42・1(=AV 1・104-1・107・a)では、主ti

がその「年期」の経過後(改めて)レーン法廷の判決をもってそうするのでなけれ

ば、家臣から所領についての「すべての権利J(al組 sprake)は剥奪されない、と

されていること。③本条では、この件との対比において、後に(後註・ 7の筒所

で)、(男性家臣が所領を返還し、あるいは、彼から所領がレーン法廷の判決をもって剥

奪された場合について)、「女性」の were(=占有ないし占有権)が問題になっている

こと。以上三つの理由がそれである。なお、ここまでの件については、後註・ 11

をも参照されたい。

5) この箇所の latenの語は、「ドイツ語第3版J(Ordnung Ic)でくop)が補足されて

いるように、前註・ 1の筒所の oplatenと同義に用いられている。これについて

も、(前註・ Iで挙げた)前出レーン法16(=AVl・42)、註.3を参照されたい。

6) この件、原文は (dorchdat) se ne verluset dar mit nichtであり、(直接目的語のない)

verlesenの語は、「敗訴する」という意味で用いられることが多い(前出レーン法

14・4も註・ 7を参照)。しかし、このレーン法56・4の場合、前註・ 4の筒所(の

hebbenの語)だけでなく、後註.8の箇所(の lienの語)も直接目的語を省略した

形になっているので、ここでは「所領の占有権を」という補訳を施しておいた。

なお、「占有権jの語については、次註・ 7をも参照されたい。(因みに、この件を

ヒルシュは 80verliert dadurch nichts (Hi.， S. 155)、シヨットも 80verliert sie damit nichts 

(Sch.， S. 303)と訳している)。ここまでの件についても、後註・ 11を参照されたい。

7 )この inden weren sittenという表現は、(rドイツ語第 1版Jに属する)ラント法 1・
45・2(= (dorch dat) he mit er in den weren sit)では、このレーン法56・4とは

異なり、「彼(=法定後見人である夫)が彼女(=妻)とともに(妻の)(アイゲンを含

む)財産を占有(ないし、管理)するj、という意味で用いられているが、「ドイツ語

第2版J(Ordnung Ib)のテキストで補足された後出レーン法75・2(=dorch dat 

se in den geweren sit)においては、 inden geweren sitという表現が、(このレーン法

56・4と同じく)、(男性後見人に所領の占有権・管理権を委ねた)r女性J(本人)が所領
についてもつ「占有権」に関して用いられている。

8 )この件(= Lien ne mach he dar nicht加)においても、 lienの語の直接目的語が省

略された形になっている。この件についても後註 '11を参照されたい。

北法54(4.252) 1348 



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(12)

9 )この件の原文は (ane)dat (=gut) ene verlegen an kumtであるが、これをヒルシュは

(ausgenommen) wenn ihnen verliehenes gut wieder anfalltと訳し (Hi..S. 155)、ショッ

トも(これに追随して)(auser) wenn bereits verliehenes Gut wieder an悩IItと訳して

いる (Sch..S. 303)。これらの訳はいずれも、原文にはない wiederの語(ショット訳

については、さらに同じく原文にはないbereitsの語)が補われていることを考えると、

おそらく、この件を「彼等(=r女性」とその「後見人」であるr(男性)家臣J)に(主
君から、共同で)r封与されていた所領Jが(具体的には、彼等から家臣に(又)授封さ
れて、いったん彼等の手を離れ、たとえば家臣が封相続人なしに死亡したなどの事由に

より)再び彼等の手に帰した(=戻った)場合」と解したもの、と推定される。

この推定は、さらに「ドイツ諾第2版J(Ordnung Ib)のテキストで本条の末尾

(後註.12の箇所)に補足された一文によって補強される。そこでは、彼等(=r女
性jとその「後見人jである r(男性)家臣J)に共同授封された所領がledichになった
場合、それは(主君や)r (男性)家臣」にとって ledichになるのではなくて、「女性j
にとって ledichになる(=r女性Jの手に戻る)のだ、という趣旨のことが説かれて
いるが、それによって、[ドイツ語第2版Jの補筆者も、このdatene verlegen an 

kumtの件を(ヒルシユやショットと)同じように理解し、それにもとづいて、この

場合r(男性)家臣」が「女性」の意に反してでも(=r女性jの同意が得られなくて
も)所領を(又)授封できるゆえん、を明らかにしようとしているからである。

しかし、私見によれば、(¥ドイツ諾第2版jにおけるそれをも含めて)こうした解

釈は正しくない。まず、ザクセンシュピーゲル全巻を通じて、。m.)ankomenの

語がr(家臣に(又)授封されていた)所領が(家臣が封相続人なしに死亡したなとの事
由によって)(それを授封した)主君に帰属する(=主君の手に戻る)jという文脈で用

いられることは、(この件を除けば)ただの一度もなく、そうした場合については、

「ドイツ語第2版」における補足がそうしているように、 ledich(wert)の語が用い

られている。それだけではなく、もっと重要なことは、すぐ後のレーン法56・5

では、「彼(=男性家臣)が女性の同意を得て(家臣lこ)封与できる」ものの中に、

明示的に、 swatdar ledich an wert ( =それ(=彼等に共同授封された所領)について

ledichになる(ないし、なった)もの)も数えられていることである。したがって、

このレーン法56・4のdatene verlegen an kumtの件を、ヒルシュやショット、あ

るいは、「ドイツ語第2版Jのように、 datene ledich wertと同じことを言っている

と理解すると、「彼等の手に戻った所領」は、このレーン法56・4では、 (r後見人j
である)r(男性)家臣」が「女性の意に反して(でも)J (家臣に)(又)授封することが
できることになって、明らかに次のレーン法56・5で述べられていることと矛盾

することになるのである。

それならば、このレーン法56・4(本註 9 )の件は、どのように理解するのが

正しいのか。次のレーン法56・5には、それについても有力なヒントが秘められ

ている。すなわちそこでは、「彼(=男性家臣)が女性の同意を得て封与(=又授封)

北法54(4・251)1347 
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することができる」ものとして、まず、「それ(=彼等に共同授封された所領)につ

いての gedingeJとrledichgutJが挙げられた上で、それ(ら)とは区別されて、

swat dar ledich an wertが挙げられている。この swatdar ledich an wertは、上述し

てきたように、「家臣に(又)授封されていた所領が(家臣が封相続人なLに死亡し

たなどの事由により)彼等にとって自由になった(=彼等の手に戻った)もの」、を指

す。それでは、それと明確に区別されている ledichgutとは、どのような所領の

ことを言うのか。ここでわれわれが想起しなければならないのは、次のことであ

る。すなわち、主君が家臣に授封できる所領は、主君が(誰にも封与せずに)自ら

(レーンとして)占有・支配しているものに限られる(前出レーン法53= AV 1・122、

1・123の末尾、ただし同条への註・ 11と13を参照)。その中にはもともと(誰にも封与

されることなく)主君にとって ledichで(=直接に主君の支配下に)あったもの、お

よび、(それを占有・支配していた家臣が封相続人なしに死亡したなどの事由により)新

たに主君にとって ledichになった(=主君の手に戻った)ものが含まれるが、その

うちの後者もまた、(誰にも(又)授封されることなく)家臣が自ら直接に(レーンと

して)占有・支配していたもの、および、(又)家臣に(又)授封されていたものの

双方を含みうる、ということがそれである。(なお、この最後の点は、前出レーン法

25・1(=AV 1・57、1・58)、25・2(=AV1 '59)なと遣の諸条項において、主君が封

相続人なしに死亡したなどの場合、家臣は上級主君に所鎮の授封更新を求め、それに対

して上級主君は自ら家匝に所領を授封するか、きもなければ新しい主君を指定しなけれ

ばならず、後の場合、家臣はその新しい主君から授封(吏新)を受ける、とされているこ

と、したがって、(上級主君の指定した)1新しい主君Iに上級主君から授封される所領に

はすでに(前の主君の)r家臣Jに封与(=又授封)されていたものが含まれていること(な
ど)からも明らかであろう。前出レーン法7. 5、註・ 3を参照されたい。さらに、前出

レーン法7・5では、 (wardungeに関連して)明示的に「それ(=その所領)がledichであ

れ(=誰にも又授封されていないにせよ)verlegenであれ(=すでに誰かに又授封されて

いるにせよ、そのことにはかかわりなく)、主君にとって自由になる(Iedichwert) (=主

君の手に反った)最初の所領」、と述べられている。この点についても、同条への註 3 

を参照)。以上のことを考えると、次のレーン法56・5で (swatdar ledich an wertと

明確に区別されて)ledich gutと言われているのは、「女性」と r(男性)家臣Jが主君

から受領した時点で(主君から誰にも封与されておらず)主君がledichな状態で占

有・支配していた所領を指し、したがって、このレ」ン法56・4(本註・ 9の箇所

で)dat ene verlegen an kumtと言われているものは、同じく彼等(二人)が共同授

封された時点で、すでに(前の主君から)家臣に(又)授封されていた所領のことで

ある、という解釈に導かれるであろう。なお、(前の主君から)所領を(又)授封さ

れていた家臣は、(主君が封相続人なしに死亡したなとの事由により)所領がledichに

なった時、(上述したように)上級主君に対して「授封吏新請求権Jをもつから、
上級主君 (=1女性jとr(男性)家臣jの「主君J)は向ら家院に所領を授封するか、あ

北i去54(4・250)1346



ザクセンシュピーゲル・レーンj去邦訳(12)

るいは、彼に「新しい主君」を指定しなければならない。レーン法56・4の「女

性jが(f(男性)家臣jとともに、上級主君=彼等の「主君jから)その「新しい主君Jに

指定された場合、(これもすでに前出レーン法7・5、註 3で指摘しておいたように)、

彼女(あるいは、彼等)は好むと好まざるにかかわらず家臣による授封(更新)の求

めに応じなければならないから、このレーン法56・4で datene verlegen an kumt 

と言われているものについては、(次のレーン法56・5でledichgutや swatd町 ledich

間 wertと言われているものとは異なり)、(実質的にはlr後見人J=I(男性)家臣」がそ

れを「女性の意に反してJ(でも)家臣に封与することができる(ないし、封与しな

ければならない)とされるゆえんも、すんなり理解できるであろう。

10)前出レーン法33・2(=AV 1・87)を参照されたい。そこでは、(前出のレーン法33・

1 (=AVl・86)で扱われている「ある主君が自分の意思(ないし、裁量)にもとづいて

家臣に(所領を)封与した場合」と対比しつつ)、「主君がレーン法廷の判決をもって

強制されて、所領を(彼の家臣に)封与せざるをえなかった場合jは、「たとえ・

彼(=主君)がその所領についての彼の家臣の保障人になりえない(=彼の家臣を保

障できなかった)としても、(主君には責任がなく)、それについて主君は彼の家臣に

補償するに及ばない」、という趣旨の規定がある。同じように、レーン法56・4

のこの件も、 1(男性)家臣」が「レーン法廷の判決をもって強制された場合jは、
たとえ彼が「女性の意に反して」所領を(誰かある家臣に)封与(=又授封)したと

しても、彼には責任がない(この場合、「後見人」の立場ないし責任に反することを行

ったことにはならない)、という考え方を前提にしたものである。

ll)ここまでの件が、前註.9と10で述べた二つの場合には、 I(男性)家臣jは(前

註.8までの件で述べられているのとは異なり)1女性の意に反してjでも(所領を家
臣に)(又)授封することができる(ないし、しなければならない)、という趣旨であ

ることは言うまでもないが、これは一一一前註・ 4. 6. 8までの件で述べられ

ていたことと同じく 、(f女性」と共同で所領を受領した)1 (男性)家臣」が「女

性」の「後見人Jの立場にあること(前出レーン法56・2、註・ 3を参照)の論理的

帰結である。なお、後出レーン法75・lとも比較されたい。

12) この件は「ドイツ語第2版J(Ord即時 lb)のテキストで補足されたものであるが、

それが「第 2版Jの補筆者による前註・ 9(an kumt)までの件の誤読にもとづく

ものであることについては、同註を参照されたい。また、「第2版Jの著者をめぐ
る(=それは、通説的理解とは異なり、アイケ自身ではありえないのではないか、とい

う)問題については、石川11アウクトル・ヴェートゥスとザクセンシュピーゲル

一一ザクセンシュピーゲル(テキスト)成立史についての一考察一一j、「法制史

研究J52号 (2003年)(以下、石川¥fAVとSSPjと略す)、 38頁、註 .70、および、(そ

こでも挙げた)前出レーン法30・1、註・ l、7、(特に)8、および、 33・3、註

. 4を参照されたい。ただし、このレーン法56・4末尾における補足は、(上述し

たように、同条、註.9までの件の誤読にもとづくものであるが)、 I(男性)家臣jが

北法54(4・249)1345
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「女性」の「後見人jの立場にある(にすぎない)ことを強調するものであり、その

意味ではむしろ次のレーン法56・5において、 f(男性)家臣jはledicl】gutと(特

に)swat dar ledich an wert (とりあえず、前註・ 9を参照)を「女性の同意を得て」封

与(=又授封)することができる(特に彼が「女性の同意jを得なければならない)、と

されていることの(法的)根拠の説明としては参考になるであろう。ひきつづき

次のレーン法56・5を参照されたい。

56・5 それ(=所領)についてのゲデインゲ (gedinge)、I)および、自由な

所領(Jedichgut) (=自由な、すなわち(又)授封されていない状態で、主君から彼

等に封与された所領)2) を、またそれについて自由になる(ないし、なった)いず

れのもの (swatdar ledich an wert) (=彼等から(又)授封された後に、彼等の家臣

ヵ治相続人なしに死亡したなどの事由により、彼等の手に戻ったいずれの所領)3) を

も、彼(=男性家臣)は女性の同意を得て(彼等の家臣に)封与(=又授封)するこ

とができる、4)彼等二人が(ないし、彼等は三人で)その所領について完全なレ

ーン法(上の権利)(特に又授封権)(en vullenr巴cht)5) を総手的に(=共同で)(mit 

gesamender hant) (具体的には、三人がその手を組み合わせ同時に主君の開かれた手

の中に置いて)日)受領したからである。7) すなわち、彼(=男性家臣)は(主君か

らの)授封(Jenunge)8) とへールシルト(=レーン能力)をもち、そして彼女(=

女性)は同じ授封(Jenunge)9) と(所領の)占有(権)(de gewere) 10) をもっているの

で(なしJし、もっているからで)ある。11)

1) gedingeの語については、前出レーン法5・1(註-3)、および、後註・ 7を参

照されたい。

2 )この ledichgutは、次註・ 3の箇所の「それについて ledichになるものjと区別さ

れていることから、彼等(=男性家臣と女性)が主君から所領を共同で授封された

時点で、いかなる(彼等の家臣になるべき)者にも封与されていない(したがって、

彼等が(それを望めば)直接にレーンとして占有・支配することもできる)所領を指す、

と解される。この点については、次註・ 3、および、前条レーン法56・4、註-

9を参照されたい。

3 )この swatdar ledich組 wertは、補訳を加えたように、彼等から家臣に(又)授封さ

れた後に、家臣が封相続人なしに死亡したなどの事的により彼等の手に戻った所

領を指しているが、前出レーン法56・4(註・ 9の筒所)の datene verlegen an 

kumt、すなわち、(主君から彼等に授封された時点で)すでに(前の主君から)彼等の

家臣(になるべき者)に封与されていた所領とは異なり、すぐ後(註・ 4の件)で、
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男性家臣がそれを(家臣に)封与するためには「女性の同意」を必要とするものの

中に数えられていることを見落としてはならない。ひきつづき次註・ 4を参照さ

れたい。

4 )ここまでの件は、前条レーン法56・4(註・ 8の箇所)で、 (r彼はそれについて(=
その所領を)女性の意に反して封与(=又授封)することをえないjと)ネガテイブな形

で述べられていたことを、ポジテイブな形で(やや厳密に)言い直したものである

ことに注意されたい。この点についても、前条レーン法56・4、註・ 4を、また、

これを「やや厳密に」と評価し(ないし、としか評価しなかっ)た理由については、

ひきつづき次註・ 5と7を参照されたい。

5 )この箇所の (en)vul lenrecht (an deme gude)の語は、字義通りには、 r(その所領に
ついての)完全なレーン法上の権利J(ないし、その所領を完全にレーンとして占有・

支配することができる権利)と受け取られかねないが、具体的にいかなる「権利Jを
指しているか(ないし、指しうるか)を(厳密に)考えてみる必要がある。

前出レーン法2・2(=AV1'5)(ただし、本稿(6)、 1306頁、レーン法31・2、

註・ 8における訂正を参照されたい)によれば、ある主君がへールシルト(=レーン

能力)を欠く者の一人に所領を封与した場合、所領を封与された者は(したがって、

このレーン法56・5の「女性jが単独で主君から所領を受領した場合にも)、(その主君に

対する関係においては)rその所領についての lenrechtをもっJが、「それを彼等の子
(たち)に相続させることはなく、また(彼等)自身はもう一人の(=新しい、ないし、

上級)主君に対する volge(=授封更新請求権)を欠く」。この場合、彼等(へールシ

ルトを欠く者)のもつ(所領についての)lenrechtに所領の「相続j権と授封更新請求

権が含まれていないことは明らかであろう o

もちろん、このレーン法56・5の「女性」は、主君から(単独で所領を授封され

るのではなく)彼女の「後見人jである r(男性)家臣Jと「共同Jで所領を受領して
いる(前出レーン法56・1と56・2を参照)。この「共同授封jによって所領につい

ての彼女のもつ lenrecht(=レーン能力)はどのように変った(ないし、補強された)

のか。前出レーン法56・lによれば、この場合(ヘールシルトをもち、「女性Jのた

めに所領のゲヴェーレ(=占有権ないし管理権)を受領した)r (男性)家臣」は(主君交
幹の際の)所領の「授封更新請求権jをもっているから、「彼等二人はJ(あるいは、

「女性」は r(男性)家臣jを介して「実質的にはJ)所領の「授封更新請求権」をもつこ

とができるようになる。しかし、所領についての「女性Jの「相続」権のことは、

前出レーン法56・1~56 ・ 4 の諸条項ではまったく触れられておらず、レーン法

56・2は、「女性」が死亡した場合について、 r(男性)家臣」が「後見のために(な
いし、後見人の地位にもとづき)(主君から)受領した彼(へ)の授封は終了する」、と

している O これは、「女性Jが (1後見人Jである)f(男性)家臣Jと共同で所領を受

領した場合にも、彼女には所領の「相続J権(=封相続人に所領を相続させる権利)
が依然として欠けていることを自明の前提としたもの、と解さなければならない
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であろう。

以上の行論が誤っていなければ、レーン法56・5のこの箇所では、「女性」が

(そして、もちろん「後見人jである r(男性)家臣Jも)所領aの「相続j権を欠いている
にもかかわらず、「彼等二人が(ないし、彼等二人で)その所領について完全な

Ienrechtを(総手的に=共同で)受領した」、と言われていることになる。彼等が所

領についてもつ lenrechtは一一「相続」権がないのに一ーなぜ「完全なJ(もの)

と言えるのか。この疑問については、ひきつつき後註・ 7を参照されたい。

6) mit gesamender hantという表現は、すでに前出レーン法32・1(註・ 1の筒所)で

用いられている。問条・本文への補訳、および、同註を参照されたい。(ただし、

同註には、 AVにはこれに対応する表現が(まだ)見られない、ということを補足してお

きたい)。

7)この(註.4の後)r彼等二人が...・ e・Jから始まる一文は、前註・ 5で指摘したよう
に、(彼等二人には所領の「相続」権が欠けているにもかかわらず)なぜvullenrechtと

言えるのかという疑問を抱えている。それについてまず明確にしておかなければ

ならないのは、この文はもともと、 r(男性)家臣が女性の同意を得て、 gedingeと
ledich gut、および、 swatdar ledich an wertを、(彼等の家臣に)封与(=又授封)す

ることができるJ(前註・ 1-4を参照)ゆえんを説明しようとしたものである、と

いうことである。しかし、こうした説明(ないし、理由づけ)にも次のような疑問

がつきまとう。すなわち、 r(男性)家臣Jが(それらの所領を)r女性の同意を得て
封与することができるJ(ないし、女性の同意を得なければ封与することができない)

のは、直接には、彼が彼女の「後見人」としてその所領を 19:性のためにj受領し
た(前出レーン法56・Iと56・2を参照)ことによるものであって(この点については、

前条レーン法56・4、註.12で、同条への「ドイツ語第2版」における補足について述べ

たことをも参照されたい)、「彼等二人がその所領について vullenrechtを(共同で)受

領したことJ(が仮に前提になっているとしても、そのこと)とは(直接の)関係がない

のではないか、という疑問がそれである。現に、前註・ 5で触れた前出レーンit

2・2(AV1'5)によれば、(ほんらい)へールシルトを欠く者(したがって、この

レーン法56・5の「女性J)がある主君から(単独で、つまり「後見人Jなしに)所領を

授封された場合でも、その者は(したがって、本条の「女性Jも)その所領について

のlenrechtをもっとされており、その場合、この lenrechtには所領を(レーンとし

て直接に占有・支配するだけでなく)自分の家臣に(又)授封する権利も含まれてい

る、と推定することができる(同条への註.2を参照)。さらにこの推定は、前tB

レーン法2・6(=AV 1・7)によっても裏づけられる。すなわち、そこでは、

「ヘールシルトについて完全なある家臣が、聖職者から、または女性からあるい

はヘールシルトをもたない誰かから(所領を)授封されるならば(ないし、された場

合)、彼はもう一人の(=新しい、ないし、上級)主君に対してその所領の授封更新

を求めることをえない」とされていて、「女性」による所領の(又)授封(が可能で
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あること)が前提されているからである。

しかし、私見によれば、このレーン法2・6には、同時に上述した(このレー

ン法56・5をめぐる)疑問を解く謎も秘められている。すなわちそこでは、ひきつ

づき「ただし、ある聖職者またはある女性が選挙によってライヒの所領を受領し、

それをもとに(あるいは、それによって)へールシルト(=レーン能力)を取得する一

場合Jは例外で、「その所領を彼等は(彼等の家臣に)封与(=又授封)することがで

き、また(ないし、しかも)人(=それを授封されたへールシルトについて完全な家臣)

はその所領の授封更新をもう一人の(=新しい、ないし、上級)主君に求めること

ができる」、とされている。それをもとにして類推してみると、「女性」がr(男性)
家臣」と共同で所領を受領するこのレーン法56・5のケースにおいては、「女性j

が「後見人J=(ヘールシルトについて完全な)r (男性)家臣」を介して所領を(家臣
に)(又)授封した場合、それによって「女性」には欠けている「へールシルトJが

補足されたことになり、所領を(又)授封された(又)家臣は(たとえば、「女性Jが

死亡した場合に)上級主君 (=f女性」の主君)に対して所領の授封更新請求権をもっ、

と考えてよいであろう。つまり、著者アイケは、この場合には vullenrechtを認

め、「彼等二人が(ないし、彼等二人を合わせると)、特に所領の(又)授封について

の権利は完全な形でもっており、したがって、彼等から、あるいは、「後見人」で

あるr(男性)家臣jを介して「女性jから、所領を(又)授封された(彼等の)家臣
も、その日rr領について、たとえば「女性Jが死亡した場合、上級主君(=f女性の

UtJ)に対して所領の授封更新請求権をもっ、という含意をこめてこの語を用い

たのではないのか。上掲・邦訳に「特に、又授封権Jという補訳を加えたのは、

以 Iのように考えたからである。

最後に、念のために、併せて次のことを指摘しておきたい。(ほんらいへールシ

ルトむを欠く)r女性」が (f後見人jである f(男性)家臣」を介してではあれ)実質的に
所領についての gedingeを封与(ないし、又授封)することができる、ということ

を明示的に述べているのは、このレーン法56・5が最初であり、またこの条項だ

けである O 上述したように、「女性jが単独で主君から授封された所領を(自分の

家臣に)(又)授封した場合には、「女性jが死亡した時、(彼女の)家臣はその所領に

ついての授封更新請求権をもたないから、所領は (f女性jに授封した)(上級)主君

の手に戻る。しかし、「女性jが一一この条項のように一一r(男性)家臣jと「共
同で」所領を受領した上で、それを (f(男性)家臣Jを介して)家臣に授封した場合

には、上述したように、女性が死亡した時、それを授封されていた家臣は上級主

君(=f女性jとf(男性)家臣Jに共同授封した彼等の主君)に対して授封更新請求権

をもつことになる(と推定される)0 gedingeについては、前出レーン法 5・1(= 

AV 1・19)にrgedingeには(いかなる)volgeもないjと明記されていることからも
明らかなように、「女性」が単独で主君から受領した所領についての gedingeを彼

女の家臣に封与していた場合には、家臣は(f女性Jにその所領を封与した)上級主
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君に所領の授封更新を求めることができない。しかし、「女性jが一一この条項

のように一一['(男性)家臣jと共同で所領を条項した上で(彼を介して)(彼等の)

家臣にその所領についての grdingeを封与した場合にはどうなるのか、というこ

とが問題になるであろう。次のレーン法57・lから始まる一連の条項においては、

まず57・Iが「女性Jもgedingeを受封できることに触れているが、それだけで
なく gedingeを封与されていた家臣の授封更新請求(権)の問題を扱っていること

が注目される。

8) この場合、「授封J(de lenunge)の語は、次註・ 9の箇所で「同じ授封J(de selven 

lenunge)と言われていることからも明らかなように、(直接には)['主君による所領

の共同授封J(の行為そのもの)を指す、と解される。ひきつづき次註.9を参照

されたい。

9)この「河じ授封J(de selven lenunge)については、前註・ 8を参照されたい。因み

に、後出レーン法59・3では、1(主君による)授封のないすべての were(=所領の

(レーンとしての)占有・支配)は不法 (unrecht)であるj、と述べられている o つま

り、主君から所領の授封を受けなかった家臣は、たとえ所領を(事実上)(レーン

として)占有・支配していても、そのための「権利J(ないし、権原)を欠いている
のであって、そうした家臣は(主君に異動が生じた際に、新しい、または、上級主君

に)その所領の授封更新を求めることができず、また、(適法には)その所領を(自

分の)家臣に(又)授封することもできないのであるo ひきつづき次註・ 10および

後註・ IIを参照されたい。

10)前註・ 9に挙げた後出レーン法59・3(の一節)によれば、この箇所の gewereの

語は、(女性も主君から所領を授封されているので、当然、それについての「占有権」を

もっており、そうした含意がこめられているにせよ)、「所領を(レーンとして)占有・

支配している事実jに力点を置いたものと解される。ただし、ひきつづき次註・

IIを参照されたい。

11) この最後の一文に関連して、次のような疑問が生まれる可能性がある。すなわち、

前出レーン法56・lでは、(ほんらい)へールシルトを欠く「女性」が(後見人であ

る)[' (男性)家臣jと共同で(主君から)所領を受領すれば、「彼等の主君が死亡する

場合、彼(=男性家臣)がそれ(=共同授封された所領)についてもう一人の(=新し

い、ないし、上級)主君に対して授封更新を求めることができる」とされ、その根

拠として、['(男性)家臣はヘールシルトをもち、また女性のために (vander 

vrowen halven)その所領について degewereを受領し(=その所領を占有ないし管理

し)ているからである」、ということが挙げられている。ところが、このレーン法

56・5末尾の一文では、(lenungeと合わせて)gewereをもっとされているのは「久ー

性J(本人)だけであり、(後見人である)r (男性)家臣Jは(lenungeのほかに)herscilt 
(だけ)をもっとされていて、彼が所領についての gewereをもつことには触れら

れていない。これは、 vander vrowen haJvenの詩が(やはりJrその女性からJとい
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う意味であり、(男性)家臣は所領についての gewereを(女性から託されただけで)

主君から直接には受領していないことによるのではないか、という疑問がそれで

ある。

しかし、こうした理解は、すでに前出レーン法56・l、註・ 3で指摘しておい

たように、同条(註・ 1の箇所)のr(男性)家臣がある女性とともに(共同で)所領
を受領するjという想定と矛盾するし、このレーン法56・5(前註・ 6の箇所)で、

([ f，('~EJ に対する所領の授封に[(男性)家臣J が単に「後見人j として立ち会うのではな

く)、「彼等二人が(所領についての完全な lenrechtを)総手的に(つまり、三人がその

手を組み合わせて同時に主君の聞かれた手の中に置いて)受領した」、と言われている

ことによって、 r(男性)家臣」も女性とともに(主君の家臣として、あるいは、主君
の家間になって)所領を受領し、それにもとづいて(彼女の「後見人Jとして、「彼女

のためにjではあれ)所領を占有・支配していることがさらに裏づけられるであろ

う。しかし、このr(男性)家臣」が所領についてもつ gewereは、彼自身のための
ものではなく「女性のため」のものである。そこで著者・アイケは、本条のこの

件で、 ifiiilliレーン法56.1のように、三人が主君に異動が生じた際に、新しい、ないし、

i級主計に対して所領の授封更新を求めることができる、ということではなく)、「後見

人」である r(男性)家臣jが([女性Jに代って)所領を彼等の家臣に(又)授封する
には「女性J(本人)の同意が必要である、ということの理由を説明するためには、
「女性J(本人)のもつ gewereにだけ言及すれば足りる(あるいは、そのんが分かり

やすい)、と考えたのではないか。

この件の解釈については、さらに、(この場合)r女性jの「後見人jにな(りう)
るのは誰か、という問題を考えておく必要もあろう orラント法」によれば、「女
性」には必ず「法定後見人jがある。すなわち、「妻J(=結婚している女性)の(法

定)後見人は「夫」であり、「娘J(=未婚の女性)および「夫を失った女性J(ニ大部
分は寡婦、例外的に離婚した女性)の(法定)後見人は(同等出生身分の)r最近・最年
長の剣親(=男系・男性親)J(=最も多くの場合、父ないし(長)兄)である(ラント法

1・45・1、3.45・3、1・23・l、1・23・2を参照)。このレーン法 (56・lか

ら)56・5までの諸条項に登場してくる r(男性)家臣」は「女性jのにうした)
「法定後見人Jに限られるのか、あるいは、それ以外の者でも「女性」の(レーン
法七の)r後見人」として彼女と共同で所領を受領することができるのか、という
問題がそれである。

この問題について、今のところ私は、この「女性jと共同で所領を受領するこ

とのできる r(男性)家臣」は(ラント法上の)r法定後見人jに限られる、と考えて
いる。理由(の主なもの)は以下の通りである。①前出レーン法26・2、(特に)

26・3、26・5、26・6などの諸条項において成熟期以前(=満12歳未満)の子の

「後見人Jに言及されている場合、それは(後出③の場合を除き)r法定後見人」を
指していること。②「後見人」の問題は(ほんらい)ラント法に属する問題であり、
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(したがって)、①に挙げた諸条項においても、「法定後見人」が誰か(具体的には、

子の最近(ラント法 1・45・1を参照)・最年長の剣観である一一ラント法 1・23・l

を参照)については(立ち入って)言命じられていない(=自明のことして前提されてい

る)こと。③前出レーン法26・1では、成熟(=満12歳)に達した子でも、成年

(=満21歳)に達していない限り、レーン法廷において訴えられた場合、「ある(同

じ主君の)家臣」を「後見人」としてもちうる、としているが、こうした(訴訟のた

めの)r後見人」については、それが「法定後見人」でな(くても良)いことがそれ
と分かるように記述されている(のに、レーン法56・1-56・5の諸条項にはそうし

た記述がない)こと。④「ラント法」でも、娘(=未婚の女性)および妻女(=現に

結婚している、あるいは、結婚したことのある女性)は、いずれの訴訟に際しでも後

見人をもたなければならず(ラント法 1. 46)、(法定)後見人がその場に居合わせ

ず、あるいは、女性が(法定)後見人を訴える場合、裁判所が後見人を与えたり、

あるいは、裁判官自身が後見人になったりするが、その場合にも、こうした後

見人が法定後見人でないことはそれと分かるように明記されていること(ラント

法1・41、1・43、1・44を参照)。⑤後出レーン法75・lでは、「女性の盟友」

(der vrowen vrund (=der Frau Freund))である r(男性)家臣Jが「女性」と文字通り
「共同でJ(=均等なゲヴェーレをもって)所領を受領する場合が、(このレーン法56・

1 -56・5と同ーのケースであると目される)r (男性)家臣カfそれ(=所領)を女f笠の
手へと (10der vrowen hant)受領した」場合と明確に区別されていること、など

がそれである。なお、この問題については、後出レーン法59・1-59・3、お

よび、レーン法75・lとの関連においてさらに検討するので、それら諸条項(の

訳註)をも参照されたい。

270 

57・11) a)ある主君が b)男性または女性(の家臣)に、b)-2) ある(別な)家臣

の(=ある(別な)家臣が現にレーンとして占有・支配している)所領についてのゲ

デインゲ (gedinge)(予約)引を封与し、その後、それ(=その所領)をゲヴェー

レの中にもつ (ingeweren hevet) (=それをレーンとして占有・支配している )4) か

の者(=別の家臣)が死亡する(ないし、した)ならば、a) c)その所領のゲヴェー

レ(=占有権)(de gewere des gudes)5)は、ゲデインゲ3) が封与されていた者(=

女性または男性の家臣)に帰属した (isirstorven) 6) ことになる ocl-7) d) (それ)以前

にはそれ(=その所領)は、それ(=その所領)をゲヴェーレの中にもっていた者

(de dat in geweren hadde) (=レーンとして111有・支配していた(別刻家間)〆!t

北i:t54(4.242) 1338 



ザクセンシュピーゲル，レF ン法邦訳(12)

相続人(=息)なしに死亡した時に(自分の所領として占有・支配することができ

る)、というゲデインゲ(予約)の下における (undergedinge)、また、(そうした)

条件の下における (underdeme bescede) (=そうしたゲデインゲまた条件のつい

た)彼(=ゲデインゲを封与された家臣)のレーンであった(が)、その(所領を占

有・支配していた)者が死亡した時、それ(=その所領)は(そうした)ゲデイン

ゲや条件なしの (anedinge)(=ゲデインゲや条件のつかない)9) 彼のレーンに

なった (was)ので(ないし、なったからで)ある。d)'10) e) (ただし)、 f皮(=ゲデイ

ンゲを封与された家臣)が主君に、彼(=主君)がそのこと(=その所領についての

ゲデインゲを封与したこと)を承認しない(=否認する)場合、彼(=家臣)の法定

年期内に11) f)彼(=主君)がそれ(=その所領)を彼(=家臣)にゲヴェーレなし

に (sundergewere) (=直ちに占有・支配させることなく、それについてのゲデイン

ゲだけを)12) を封与した時に、その授封を(実際に)見また聞いた(=目撃した)

彼(=同じ主君)の家臣二人の証人とともに(自分とも 3人の証人によって)0・13)

その(所領についてのゲデインゲを彼=自分に封与した)ことを想起させる(ことが

できる)(innere)限り oej凶

AVl・21(再掲)15) a)所領を占有 (possessio)の中にもつ(=現にレーンと

して占有・支配している)16)者が死亡する(ないし、した)場合、a) e)前述のよ

うな形で(その)レーンについて第2の(=次位にある)者 (secundusin bene-

ficio) (=ゲデインゲを封与されていた者)17) は、 6週と 1年以内に18)彼の主君

の許へ赴いて、彼(=自分、家臣)に封与されたレーン(=そのレーンがゲデイ

ンゲの形で封与されていること)を承認するよう(主君に)請うべきである。

(主君がそのことを)なす(=承認する)限り、(家臣の)証言(ないし、証人による

立証)は必要がない。しかし、主君が家臣に(そのことを)否認するならば、

家臣は第3(番目)の者(=証人)として証言する(=自分とも 3人の証人によっ

て立証する)(ことになる)oe)'19) AV 1・22(再掲)15) (もし)自分が(その

ゲデインゲの)封与を見また聞いた旨証言できない者(があれば、その者)は証

言(ないし、証人による立証)から却けられるべきである。[).ZZ)

1 )この条項は、後註で述べるように、(重要な)I改訂」ゃ「補足Jを施されているも
のの、基本的には AV1・21と1・22に対応する、と考えられる。そのうち AV

1・22はレーン法5・2(の一部)に対応しているので、これら AVの両条項はす
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でに前出レーン法5・2の後に邦訳を掲げてあるが、比較・対照の便宜のために

このレーン法57・lの後lこも再掲することにする(ただし、一部邦訳を改めた箇所

がある)。

以上のことは、本稿におけるザクセンシュピーゲル(テキスト)成立史に関する

作業仮説 (=AVは「レーン法」のラテン語版原本である、という想定--以下、「原

本説jと略す)を前提にすれば、 AVでは(レーン法5・1Iこ対応する)1・20と(レ

ーン法5・2の前段に対応する)1・23の間に位置していた AV1・21が、「レーン

法」では大幅に後方に移されたことになる。「レーン法」では AVに対応条項の

ある条項の位置が (AVにくらべて)このように大幅に移されている例はきわめて

例外的であり、このレーン法57・lのほかでは、 (AV1・103に対応する)前出レー

ン法13・1が大幅に前方に繰り上げられているだけである o したがって、このレ

ーン法57・Iについては、当然、なぜこの条項は (AV1・21とくらべて)大幅に、

しかもこの位置に移され(なければならなかっ)たのか、ということが問題になら

ざるをえない。この問題については、石川 rAVとSSPJ (前出レーン法56・4、註

・12を参照)、 12頁以下において (AVl・103→レーン法13・1のケースともども)論

じておいたのでそれを参照されたいが、(その問題に関連する)rレーン法J(57・1) 
とAV(1・ 21、1・22)のテキストの聞に見られる相違(=r原本説Jの立場からは
前者における後者の「改訂」ないし「補足J)については、以下においても(同論文に

おいて触れなかった点をも含めて)逐一検討することにする。

2) a -aの件は、基本的には、 AV1・21のa-aの件に対応しているが、そのう

ちこの b-bの件は、 AVには姿を見せず、「レーン法jで(新たに)補足された

(と目される)ものである。ここでは、 wifoder manneの語によって、「女性jにもゲ

デインゲ(の権利)が授封され(う)ることに言及されているが、それは(ザクセン

シュピーゲル成立史との関連において)次の二つの点で重要である。①(ほんらい)
レーシ

ヘールシルト(=レーン能力)を欠く「女性」に対する所領の授封(および、それに

伴う「女性」のレーン法上の「権利J)は、「レーン法J(だけにあって AVにはなく、し

たがって前者)において「補足」された(と目される)箇所で、扱われている重要な主

題の一つに数えることができるが、そうした「女性」に関する「補足Jは「ラン

ト法jにおける「女性」の法的地位の省察にもとづいて行われた、と推定される

こと(この点については、石川Irヘールシルト制J(1)、 1381~ 1388頁、 (2)、 56~64頁、

(4 )、 877-883頁を参照されたい)0@この条項の直前に位置し「レーン法jで補

足された(と目される)レ}ン法56・5では、「女性と(その後見人である)(男性)家

臣に対する共同授封」が行われた場合、「女性jは(後見人である)r (男性)家臣」
を介してではあれ(実質的には)主君から(共同で)授封された所領についての「ゲ

デインゲJ(の権利)を(家臣に)授封することさえできる、とされている(同条への

註.4までの件、および、註・ 11を参照)。この条項とのつながりから言えば、 (AV

の1・21の位置から)この直後に移されたこのレーン法57・lの冒頭に、「女性J
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も所領についてのゲデインゲ(の権利)を受封することができる、という趣旨のこ

とが補足されていることはむしろ自然なことであり、あるいは、逆にそのことが

補足された以上、(もともと AVl・21に対応していた)レーン法57・lはこの位置

(=56・5の直後)に移されるのが最も適切であった、と言えるであろうこと。こ

れら二つの点はいずれも、(もともと「レーン法j→「ラント法jの順で書かれていた

ラテン語版原本がドイツ語に移されて)rドイツ語版・ザクセンシュピーゲルjが成
立した際に(は)、「ラント法」→「レーン法Jの順に変えられ(てい)た、という

ことを強く示唆するものである。

3) gedingeの語については、前出レーン法5・1(=AV 1・19、1. 20)と同条への

註.3、および、本条(=レーン法57・1)、後出 d-dの件と後註・ 10を参照さ

れたい。

4 )この箇所の gewereの語は、 AV1・21(註・ 16の箇所)の possess¥Oに対応しており、

前出レーン法5・1(註・ 2の箇所)のそれと同じく gedingeと対比されているの

で、(もちろん主君から授封された上でのことではあるが)所領を「占有J(・支配)し
ている事実、という含意が強い。

5 )この箇所の gewereの語は、所領を現に占有・支配していた家臣が死亡した場合、

所領の gewereが直ちに(あるいは、自動的に)gedinge権者に帰属する、とされて

いることから、むしろ「占有権」の合意が強い、ということに注意することが必

要である。ひきつづき次註・ 6と後註・ 7、および、本条の後段と後註・ 14を参

照されたい。

6) irstervenの語については、前出レーン法18、註.5で述べたことを参照されたい

が、この筒所の場合、特にそれがisirstorvenと現在完了形になっていることに注

意する必要がある。この点については、ひきつづき次註・ 7を参照されたい。

7)この c-cの件は、(対応する AV1・21には見られず)、「レーン法Jで補足された

(と目される)ものであり、特に(前註.6で指摘したように)irstervenの語が現在完

了形で書かれていることによって、(それまで)所領を占有・支配していた(別の)

家臣が死亡した場合、所領の占有権は直ちに一一主君による「承認」を待つま

でもなく一一ゲデイング権者に帰属することが強く示唆されている。なお、こ

うした解釈は、後註・ 14で改めて述べるように、本条・後段 (e-eの件)を AV

の対応街所 (e-eの件)と比較し、さらに後出レーン法57・3を参照することに

よっていっそう補強される。

9) geding巴の語は、前出レーン法31・l、註・ 2で述べたように、もともと(動詞の)

dingen (=約定する)の語から来た名詞と考えられるが、ここで用いられている

(名詞の)dingeの語も Vertragの意味で用いられることがあるから (M.LEXER， MitteJ-

hochdeutsches Handworterbuch， Bd. 1， Sp. 434)、この箇所の anedingeの語は文言上は

ohne Gedingeを意味すると(も)解されるが (Vgl.Hi.， S. 156)、直前の undergedin-

ge unde under deme bescedeとのつながりをはっきりさせるため、敢えて「ゲデイ
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ンゲや条件なしの」と訳しておいた。

10) この d-dの件は、(対応する)AV1・21にはなく、レーン法57・1で補足された

(と目される)ものである。ただし、その前段<r……彼のレーンであった」まで)、

gedingeの「定義jにかかわる件の論旨は、(実質的には)すでに前出レーン法5・

1 (=AV 1・19)で述べられていたことであり、 (AV1 .21に対応する)レーン法

57・1が大幅に後方へ移されたので、念のためにそれを繰り返したものと考えら

れるが、その後段(=rその者が死亡した時、…・J)は「レーン法」で(まったく)
新しく補足されたものであり、しかも (rその者が死亡した時J)、「それ(=所領)は

ゲデインゲや条件なしのレーンになった (was)Jと、過去形の動詞 (was)が用い

られていることが注目される。この点については、前註・ 6と7、および、後註

・14を参照されたい。

11)この「彼(=家臣)の法定年期内に」というのは、 AV1 .21 (註・ 18)の対応箇所

から(も)、具体的には r6週と 1年以内にjのことである、と推定されるが、こ

れについては、(レーン法57・1における論旨の「改訂Jの結果)後註・ 14で述べるよ

うな問題が生ずることに注意されたい。

12) この筒所の sundergewereの語が、(補訳の後段にあるように)、実質的には(その所

領についての)r gedinge (だけ)をJの意味であることは文脈上明らかであり、した
がってこの場合、 gewereの語は(補訳の前段で「直ちに占有 支配させることなく」

と補っておいたように)、(主に)事実としての(レーンの)r占有J(ー文配)という合
意をもっと考えられるが、念のため、 gedingeには、定義上一一(少なくとも)現

に所領を占有・支配している(別の)家臣が死亡するまで(の悶)は一一一、所領の

「占有権」も含まれていない、ということを指摘しておきたい。ひきつづき次註

. 13をも参照されたい。

13) e -eの件は、 AV1・21の e-eの件をもとにし、それに「改訂J. r補足」を
加えた、と考えることのできるものであるが、そのうちこの f-fの件は、 AV

1 . 21には見られないものの、次の(同じ f-fの記号を付しておいた)AV 1・22

に書かれていたことを、表現を一部変えて、 (AV1.2Uこ対応する)このレーン法

57・1に組み入れた、と目されるものである。しかし、この点については、次の

二つのことに注意しなければならない。①「レーン法」では、この AV1・22の

論旨に対応すること(つまり、この場合の証人は、「目撃証人」でなければならないこ

と)は、すでに前出レーン法5・2(の後段)でも述べられているが、 (AV1・21に

対応する記述がそっくりこのレーン法57. 1に移された結果)、そこでは(前段で述べら

れている、家臣が所領を現に占有・支配している場合についても)証人の数にはAf.えさ
れていない。②「レーン法」では、(その代り)、「目撃証人(である同じ主君の家同)

二人と自分とも 3人による立証」が、(主君が家臣を承服させるための立証方法とし

て)、前出レーン法46・lにはじめて、しかし証人の数にも旨及した明確な形で

姿を見せる O これに対して、それに対応する AV1・107・b--1・109では、(
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般的な形で)主君の「証人による立証」について語られているだけで、証人の人

数、および、それが「目撃証人Jでなければならないことについては言及されて

いない。これらのこつのことは、いずれも AV1・21と1・22が「レーン法jで

(改訂された上で)レーン57・Iとして(大幅に)後方へ移されたことによって生じ

た相違として理解できるものであるが、それによって、特に「レーン法」を最初

から通読してきた読者は、 57・lのこの件によって、この場合、主君と家臣が

(レーン)法廷で争っていることを (AV1・21や 1.22におけるよりも)はるかに強

く印象づけられるであろう o ひきつづき次註・ 14を参照されたい。(なお、「目撃

証人三人と自分とも 3人の証人による立証jが、(単に主君が家臣に対して立証する場合

だけでなく)、家臣が主君に対して(レーン法廷で生起したことを)立証する場合にも用

いられることは、「ラント法」において(ラント)法廷で生起したことを証明する手続と

して述べられていることを参照することによって確認することができるo この点につい

ては、石川「同じゲヴェーレJ(前出レーン法33・1=AV 1・86、註 .3を参照)、 1498

貞以下を参照されたい)。

14)前註・ 13で述べた f-fの件の補足を別にして、レーン法57・1のe-eの件を

AV 1 .21の対応筒所 (e-eの件)と比較すると、両者の間には次の二つの(重要

な)相違が認められる。①それまで所領を占有・支配していた(別の)家臣が死亡

した場合、 AVでは、ゲデインゲ権者は r6週と 1年以内に、彼の主君の許へ赴

いて、彼に封与されたレーンの承認を求めJなければならない、とされているの

に対して、「レーン法Jではそのことは(少なくとも明示的には)述べられていない。
①それに対応して、家臣が主君に対してゲデインゲの封与(ないし、所領をゲデイ

ンゲの形で封与したこと)を「想起」させるための(証人による立証の)手続をとら

なければならないのは、 AVでは、家臣が主君の許へ赴いてゲデインゲ(ないし、

所領)の封与の承認を求めたのにそれを否認した場合、とされているのに対して、

「レーン法」では、こうした限定は見られず、(単に)r彼(ニ主君)がそのこと(=
ゲデインゲの封与)を承認しない(=否認する)場合」とされているにすぎない。こ

の「相違」は何に由来し何を意味するのであろうか。

「レーン法jでも、(前註 .11の箇所でH法定年期」に言及されているから、それ

までの占有者が死亡した場合、ゲデインゲ権者は必ず主君の許へ赴いてその承認

を求めることが前提されており、そのことはたまたま(自明のこととして)省略さ

れているにすぎない、と解することも可能であるように見えるかも知れない。し

かし、「レーン法」では、(新たに[補足Jされた)前出c-cおよびd-dの件で、

それまでの占有者が死亡した場合、所領の占有権は直ちに(ないし、自動的に)ゲ

デインゲ権者に帰属する、という趣旨のことが強調されていること(前註・?と10

を参照)を考えると、著者・アイケは、「レーン法」ではAVにおける見解を改め

て、それまでの占有者が死亡した場合、ゲデインゲ権者は(あらかじめ主君の「承

認jを求めることなく)直ちに所領を占有・支配することもできる、という見解を
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採(るにいた)った、と解するのが正しいのではないか。こうした私見は、後続の

レ}ン法57・2(特にそれへの註・ 6を参照)、および、特に57・3で述べられてい

ること(=ゲデインゲ(および、 wardunge)を封与されていた家臣が主君よりも先に所領

を占取し、それについて主君から問責されても、直ちに所領についての「権利Jを立証

することができれば、主君に対して不法(行為)を働いたことにはならない、という趣旨

のこと)によって支持される。なお、前註・ 1でも述べたように、レーン法57・

lの位置が (AVにおける対応条項のそれから)大幅に移された理由も、「レーン法j

におけるこうした見解の「改訂Jを前提とすることによって、より良く理解する
ことができるであろう。この点については、(前註・ 1でも挙げた)石川IrAVと

SSPJ、12頁以下を参照されたい。

15)前註・ 1を参照。

16)前註・ 4を参照。

17)前註・ 3を参照。

18)前註・ 11を参照。

19)前註・ 14を参照。

20)前註・ 1と13を参照。

21)前註・ 12と13を参照。

22)前註・ 14を参照。

57・21) (いつであれ)所領をゲヴェーレの中にもつ(ingeweren hevet) (= 
レ-/

主君から授封され、レーンとして占有・支配している)2)家臣が封相続人なしに死

亡する(ないし、した)場合、主君はそれ(=所領)を占取(して直接にレーンとし

て占有・支配)する (sekunderwinden)3)ことができる、もし彼が次のことを、

すなわち彼(=自分)がそれ(=その所領)についてのゲデインゲ (gedinge)4) を

かの者(=家臣)(jeneme) 5) に封与したことを、想い出さ(ないし、想い出せ)な

いのであれば。6)

1)念のためにあらかじめ一言すると、この条項は AVに対応条項がなく、「レーン

法J(ドイツ語第 I版)で一一前条レーン法57・lの(大幅な)位置の移動や「改

訂J. r補足」、および、後続のレーン法57・3(以下の諸条項)の「補足」と同時
に一一新たに書き加えられた(と目される)ものである。このレーン法57・2だ

けを率然と読むと、この条項は何の変哲もない当然自明のことを述べているにす

ぎない、と受け取られる向きも少なくないのではないか、と思われるが、なぜそ

うした当然自明のことが(わざわざ)1レーン法Jで(それも前出レーン法57・1の後、
後続の57・3(など)の前に)補足され(る必要があっ)たのか、という問題を考えな
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がら、日丁I撃に一語一語注意深く読み解いていくと、この条項が(これら前後の諸条

項との関連において)どのような意味をもち、どのような役割を演じているかが、

(次第に)明らかになるはずである。以下の訳註における検討、および、特に後註

・6におけるその概要を参照されたい。

2 )この (dedat gut) in geweren hevetという表現は、直前のレーン法57・l、註・ 4

の筒所におけるそれ (deit) in geweren hevetと(実質的には)まったく同じもの

であり、それによってこのレーン法57・2が直前の57・1とのつながりにおいて

それを補足するために書かれたものである、ということが強く示唆されている。

3 )ここで、(後述するように、前出の諸条項においても用いられていたものであるが)、念

のために、ザク七ンシュピーゲルにおける sekunderwindenの語の用法を(とりあ

えず、 Text，S. 264のGloss町 derWortformenに拠りながらひとわたり)検討し、その結

果を摘記しておくと、以下の通りである。

「ラント法jでは、この語の目的語は、「人J(=平和破壊者)(1・ 63・1)あるい

は (1家畜jを含む)I動産J(2・36・2、2‘40・2、3・22・3、3・43・1と2) 

であることが多く、それらの場合、この語は「掴まえる」・「把捉する」の意味に

なるが、「アイゲンJ(ないし、「所領J)および(それと同じ手続で譲渡される)I体僕J

が目的訪であって(ないし、目的語に含まれていて)、それ(らのもの)を「占取(し

て、市有・支配)するjという意味になるのは、 1 '53・2と3・32・9の2例に

すぎない(ただし、そのほかに、 3・44・1には、「ローマがそれ (=datrike)を(わが

ものとして子に入れ)支配するjという用官肋ずある)。このうち、ラント法 1・53・2

(ニ「その者が(ある)(おそらく、「所領Jを含む)財物を自分のものと主張してそれを

訴求し、しかも彼が判決をもってそれから(=その訴えを)退けられた場合、彼がそれ

(=財物ないし所領)を sekunderwinden (= (アーネファング手続により)把捉、ないし、

市取し(てい)ない限り、彼はそれ(=その訴え)について煩罪金なしに、また、罰金な

しにすむJ)の用例に明らかなように、この語は、その法的根拠(ないし、「権原J)

の有無とはかかわりなく、(ある財物ないし所領を)I把捉、ないし、占取する(ない

し、している)Jという行為(ないし、事実)そのものを指して用いられている、と

解される。

これに対して、「レーン法」では、この3苦は、 (1ドイツ語第 1版Jのテキストに限

ると)、 7・7、10・4、10・5、14・4、33・1、48・1、(この)57・2、(次の)

57・3、65・21、65・22(3回)など、(少なくとも)10条項(12箇所)に姿を見せる

が、その目的語は(実質的には)すべて「所領J(ないし、「レーンJ)であって、この

語は「レーン法Jにおいてもすべて、その法的根拠(ないし、「権原J)の有無にか

かわりなく、 (1所領Jないし「レーンjを)I占取J(し、レーンとして占有・支配)す
る(ないし、している)Jという行為(ないし、事実)そのものを指して用いられてい

る。この最後の点に関連して、前出レーン法10・5(=AV 1・32)の用例が射に

注目される O それによって、田kunderwindenの語が(法的恨拠ないし[梅原」の有
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無にかかわりなく)所領を「占取する(ないし、している)Jという行為(ないし、事

実)そのものを指す、ということが明らかになるだけでなく(なお、同条への設・

8で述べたように、対応する AV1・32で用いられていた possidereの語が、このレーン

法10・5では避けられていることも、このことと無関係ではありえないであろう)、 sek

underwindenの語が、 AVに対応条項のあるこの条項でも、「レーン法jで(新たに)

補足された(と目される)箇所に姿を見せるからである。そこで、「レーン法」で

この語が用いられている箇所と AVの対!ゐ関係を当たってみると、次のように

なっている。レーン法7・7=AVには対応条項なし、 10・4=AV1・31(acci・

piat)、10・5=(前述)対応箇所なし、 14・4=対応条項なし、 33・1=対応箇所

なし、 48・1= 1・113(sibi attraxerit)、(この)57・2=対応条項なし、(次の)57 

. 3 =対応条項なし、 65・21=2・29(sibi attrabat)、65・22(2箇所)=2・30

(sibi attrahat)、同上(4箇所)=対応箇所なし。これを概括すると、 AV(対応条項)

でも、すでに sibiattrabereの語(=a何回rir，s'approprier--前出レーン法48・

AV1.113、註・ 7を参照)が用いられており、これがsichunderwindenという表

現のもとになったと推定されるが、この誌は、 AVの3条項・ 4箇所で、しかも

いずれも(レーン法廷における)適法な手続を経た所領の「占取Jに限って用いら
れているにすぎない。これに対して「レーン法jでは、 sekunderwindenの語が(上

述した)AVのsibiattrahereの語すべてに対応して用いられているだけでなく、

AVに対応条項・対応箇所のない 7箇所でも新たに姿を見せ、そのうちレーン法

u二述した)10・5、14・4、33・1、(この)57・2(後註.6を参照)は、(所領白取
のH法的根拠J(ないし、「権原J)が(ほんらい)欠けている(ないし、少なくとも不明

確な)場合にかかわって(おり、さらに、 AV1・31のaccipereという多義的な語が、レ

ーン法10・4ではこの sekunderwindenに改められ、逆に、父の死後生まれた子の「相続

権」にかかわる AV1・44のsibiattrahereの語には、(対応する)レーン法20・1で(機械

的に sekunderwindenが宛てられることなく)、 beerven(= vererben auf)の語が宛てられ

て)いる。

以上のことから、「レーン法Jにおける sekunderwindenの語は、 AVのsibi

attrabereをもとにしてはいるものの、「ラント法jにおける (f所領jに関する)用

例を介して、特に「レーン法」で、そのための法的根拠(ないし、[権原J)の有無

にかかわりなく、 pfr領を「占取(し、レーンとして占有・支配)する」行為(ないし、

占取している事実)そのものを指す「術誌Jとしての性格を明確にするにいたった
もの、と推定することができょう。なお、後註・ 6をも参照されたい。

4) gedingeは前条(=レーン法57・1)の主題であったものである(同条への註 3と10

を参照)。それ(への言及)によって、改めて指摘するまでもなく、このレーン法

57・2が前条との関連において(あるいは、前条の継続として)書かれたものである、

ということを確認することができる。次註・ 5をも参照されたい。

5 )ここで、たとえばeneme(anderen) manneなどでなく、 jenemeと言われているこ
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とに注意されたい。つまり、ここで著者は、(単に「主君がその所領についてのge-

dingeを誰かに(あるいは、およそ誰にも)封与した覚えがないJ、ということではなく)、

「主君がその所領についての gedingeをかの(=前条で扱った)家臣に(実は)封与し

た(のに、しかもその)ことを想い出さ(ないし、出せ)ないJ、ということを言いた

いのである。ひきつづき次註・ 6を参照されたい。

6) このレーン法57・2(自体)には、主君が(その所領について)gedingeを封与した

ことを想い出さ(ないし、出せ)ずに所領を「占取」した時、 gedingeを封与され

ていた家臣がとるべき(ないし、とりうる)対抗手段については何も述べられてい

ない。そのため、この条項を率然と一一ーつまり、前註・ 5で指摘したJenemeの

語に注意を払わずに、また、前註・ 3で指摘した「レーン法jにおける sekun-

derwindenの用語法を知らないままに一一一読すると、次のように理解される可

能性も絶無ではあるまい、と思われる。すなわち、現に(ある)所領を占有・支

配していた家臣が封相続人なしに死亡した時、もし主君がその所領について ge・

dingeを誰かに封与した記憶がなければ、主君はその所領を自ら「占取J(して、

レーンとして占有・支配)することができ、その所領は(そのまま)主君にとって

ledichになる'(=主君の手に戻る)のではないか、という理解がそれである。

こうした理解はもちろん誤解にすぎない。そもそもこの条項(および、前条レー

ン法57・1)には、こうした場合、その所領が主君にとって ledichになる、とい

うことが脅かれていないだけでなく、所領について主君や家臣のもつ「権利jが

主君の記憶(の有無)によって左右されるなどということは、(それ自体としても)

まずありそうもないことだからである。

しかし、この点について(もっと)決定的なのは、次のような事実、すなわち、

(前出レーン法57・lに対応する)AV 1 . 21で述べられていたような見解を前提す

る限りこうした誤解が生まれる余地はない、ということであろう。前出レーン法

57・1=AV1・21、註・ 14でも指摘しておいたように、 AV1・21では、ゲデイ

ンゲ権者は、所領を占有・支配していた家包が封相続人なしに死亡した場合、 f6

週と l年以内にJ、(必ず)主君の許へ赴いて、彼に封与されたレーン(=その所領

が彼にゲデインゲの形で封与されていたこと)の「承認」を求めなければならない」、

とされていた。したがって、ゲデインゲ権者が主君にこの「承認Jを求めた時、

もし主君が彼にその所領についてのゲデインゲを封与したことを記憶していなけ

れば、主君は当然その封与を「承認しないjないし「否認する」、ということにな

る。 AV1・21では、この場合、ゲデインゲ権者は主君に対抗して、(その封与を目

撃した)家臣二人と自分とも 3人の証人によって主君による(ゲデインゲの)封与

を立証することができる、とされているから、所領の占有権は、法的には、たと

え主君が「否認」しでも(=主君にゲデインゲ封与の記憶がなくても)、ゲデインゲ

権者がその立証手続を果たすことができれば、当然(ゲデインゲを封与されていた)

家臣に帰属することになる。(また、この場合、仮に主君が(ゲデインゲの)封与を想
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い出せないまま、家臣が「承認jを求めるのを待たずに所領を「占取Jしていたとして

も、そのことが家臣の「占有権jを左右しえないことは明らかである。したがって、 AV

1・21で主君による所領の「占取」に言及していないのはその必要がなかったからであ

る、とも考えられる)。

これに対して、前出レーン法57・lでは、同じく同条への註・ 14で指摘してお

いたように、所領を占有・支配していた家臣が封相続人なしに死亡した場合、そ

の所領についてのゲデインゲ(の権利)を封与されていた家臣は、必ずしも(あら

かじめ)主君に対して(ゲデインゲ封与の)I承認jを求めなくても所領を「占取す

るjことができる、という見解に立っている、と推定される。しかし、こうした

見解を前提にすると、これも同註で示唆しておいたように、なぜ同条(註・ 13の

箇所)で「彼(=ゲデインゲ権者)の法定年期」に言及されているのか、という疑問

が生ずるであろう。もちろん、上述の見解は、ゲデインゲ権者が所領を「占取す

るJ以前に(念のため)主君の「承認」を求めることを排除するものではない。し

たがって、彼が(所領を占取することなく)I法定年期内に」主君の「承認Jを求め
(主君にゲデインゲの封与を「想起」させ)ることを(も)怠れば、彼は年期の慨定、に

よって「ゲデインゲJ(の権利)を失い、それ以後、主君に「承認」を求めたり、

所領を「占取(して、レーンとして占有・支配)する」ことは許されない、というこ

とになる。さらに、このレーン法57・2のように、彼にゲデインゲを封与したこ

とを想い出さ(ないし、出せ)ない主君が(いち早く)所領を「占取」してしまった

場合にも、家臣が「法定年期内に」主君にそれを想起させる手続をとらなければ、

彼は同じようにゲデインゲ(の権利)を失うことになる。したがって、前条(レー

ン法57・1)の末尾で「彼(=家臣)の法定年期」に言及した一文がこうした二つ

の場合に妥当することは明らかであり、このレーン法57・2においてそのことに

言及されていないのは、前条の末尾で述べられたことをここで(も)改めて繰り

返す必要はない、と考えられたからではないか、と推定することができる。ただ

し、以上の考察によっても、なお、家臣が主君の「承認Jを求めることなく(主
君よりも早く)所領を「占取」した場合は、家臣の「法定年期Jとどう関係するの

か、という問題が残るが、これは次のレーン法57・3で扱われているケースなの

で、その問題は次条との関連において(特にそれへの註・ 14とl7で)改めて考察す

ることにする。

最後に、一言付言すれば、このレーン法57・2で、主君がゲデインゲの封与を

想い出さ(ないし、出せ)ない場合、彼は所領を「占取するjことができる、とい

う(それとしては、当然(常に)起こりうる)ことが(わさわざ)補足されたことにつ

いては、それが、次のレーン法57・3でゲデインゲを封与されていた家臣が[主

君よりも先にJ(=主君に「承認」を求めることなく)所領を「占取する」ことがで

きる、という趣旨の論旨を展開(し、それを読者により抵抗なく理解できるように)

するための伏線にもなるからである、という推定がそれで、ある。
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57・31) また、それ(=その所領)について待機権 (w訂dunge)2)またはゲ

デインゲ (gedinge)3) (と呼ばれる権利)4)を封与されている(ないし、いた)かの

者(=家臣)5)が、主君よりも先にそれ(=その所領)を占取していekunder-

wint)6)も、彼(=家臣)は不法(行為)を働く (missedut) 7)ことにならない、8)

彼(=主君)がそのことについて(ないし、そのかどで)彼(=家臣)(が居合わせた

場合、その場で彼)の責を問い、あるいは、(家臣が厨合わせない場合、裁判期日を

定めて)彼(=家臣)を(レーン法廷に)召喚(して問責)する(ないし、した)場合、9)

彼(=家臣)が彼の主君に対(抗)して直ちに10) それ(=その所領)を(自分が占

取すべき所領であるとして)(主張・)擁護し (voresta)、11)そしてそれ(=その所

領)について彼の(もつ)権利 (sinrecht) 12)を立証する(ことができる)13)なら

ば。(この場合)、彼(=家臣)はそれ(=彼の権利の立証)について、いかなる年期

(の間)も待つてはならない(=たとえ年期が残っていても、その立証を年期一杯ま

で猶予してもらうわけにはいかない)、14) 15)けだし、彼(=家臣)が(所領の授封を)

希求することによって彼の年期を延長することができるのと同じように、それ

(=家臣の年期)を主君は、彼(=主君)が彼(=家臣)にそれ(所領)についての

権利 (recht)(を立証する機会)16)を提供することによって、短縮(ないし、終了)

させることができるからである。17)

1)念のために一言すれば、この条項も、 AVには対応条項がなく、前出レーン法57

. 1の(大幅な)移置の移動や「改訂」・「補足」、および、すぐ前のレーン法57・

2 (全体)の「補足jと同時に、「レーン法jで新たに書き加えられた(と目される)

ものである。荷条への註・ 1、および、以下の後註を参照されたい。

2) wardungeの概念(および、 gedingeとの用語上の明確な区別)は、 AVには(まだ)見ら

れず、「レーン法」ではじめて現れるものであるが、その点については、前出レ

ーン法7・1、註・ lと2(の箇所)、および、 55・9、註・ 6(の箇所)を参照さ

れたい。ただし、このレーン法57・3でwardungeにも言及されていることには、

後註・ 8で指摘するような問題がある。

3) gedingeの訪(ないし、概念)については、前出レーン法57.1、註・ 3を参照さ

れたい。なお、ここでgedingeに(も)言及されていることによってすでに、この

レーン法57・3が、内容上、 jjij出57・l、および、 57・2と、深くつなが(り、

不可分の関係にあ)ることが示唆されている、ということは改めて指摘するまでも

あるまいが、その点については、さらに後註、特に8、14、17を参照されたい。
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4) ここで、 rwardungeまたは gedingeJに「と呼ばれる権利」という補訳を施したの
は、原文で不定冠詞 en(=ein)が付されていることもあるが、後註・ 12の箇所で

(それらが封与されていることを指して)sin rechtの諾が用いられているので、それ

とのつながりをはっきりさせておきたかったからである o 後註・ 12を参照された

しミ。

5 )ここでも (enmanではなく)jeneの語が用いられているのは、前出レーン法57・1

の rgedingeを封与されていた者(=家臣)jが念頭にあったからである、と解さ
れる。この点については、前条(=レーン法57・2)、註.5を参照されたい。

6) sek underwindenの語についても、前条(=レーン法57・2)、註.3で述べたこと

を参照されたい。

7) missedunの語については、前出レーン法9・2、註.2、および、 14・1(=AV 

1・39、1. 40)、註・ 7を参照されたい。

8)ここまでの件が、前註.3. 5. 6で指摘したことなどから、(基本的には)、前出

レーン法57・1、および、 57・2を承けたものであり、その継続と見なしうるこ

とは明らかであろう。特にここで、 rgedingeを封与されているかの者Jについて、
(後出のような条件を付してではあれ)、「主君よりも先にそれ(=所領)を占取しでも、

不法を働くことにならないJ、と明記されていることは、前出レーン法57・l、

註・ 14で述べたような同条についての私見を決定的に支持するものとして重要

である。

ただし、この件では、 rgedingeを封与されている者jだけでなく、(前出レーン
法57・1と2、および、後続の57・4と5には姿を見せない)r wardungeを封与されて
いる者Jにまで、「主君よりも先に所領を占取するJことが認められている。し
かし、前出レーン法10・3は、(同条への註・ 5でも述べておいたように)wardunge 

を封与されていた家臣を念頭に置いて、「主君が家臣に封与する(ないし、した)

所領を指定(ないし、特定・明示)させる時はいつであれ、家臣は直ちに、主君が

家臣にそれを封与した以前 (AV1 .30では、「レーンの指定(ないし、特定・明示)以

前J)には主君のものであった所領についての gewere(AV 1・30では、 warandia)を

取得するJ、と述べている。 wardungeを封与された家臣は、 gedingeの場合とは

異なり、特定の(家臣が占有・支配している)所領についての占有権を(条件を付し

てではあれ、あらかじめ)封与されていたわけではないから、(主君にとって最初に

led凶になった)所領を占有・支配するに当たり、その「指定J(ないし、特定明

示)の手続が (g吋mgeの場合の「承認」以上に)重要な意味をもつのは当然、のこと

であり、それにこのレーン法10・3は、(前出レーン法57・lとは異なり)対応する

AV (1・30)の論旨に「改訂Jを加えることなく、基本的にはそれをそのまま踏

襲している。したがって、このレーン法57・3(だけ)に wardungeの場合が(府

突に)付け加えられたことについて、当然、前出レーン法10. 3で述べられてい

た「原則J(との関係)はどうなるのか(-wardungeを封与されていた家臣は、特定の

北jよ54(4・230)1326



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(12)

所領についての占有権を(まだ)封与されていない(はず)なのに、その所領を占取する

ことができるのか)、という疑問が生ずるであろう。しかし、この疑問については、

レーン法 (57・lから始まり)57・5までつづく一連の条項を考察した上で、同条

の最後の訳設で検討することにし、それまでの考察においては、(煩を避けるた

め)、特に必要のない限り wardungeの問題には立ち入らないことにする。

9 )主君が「そのこと (=gedingeを封与されていた家臣が自分よりも先に所領を占取した

こと)について彼の賓を問い、あるいは、彼を召喚する」のは、もちろん、主君

が家臣による所領の占取を「不法」と考えるからであるが、それによって次のこ

とも明らかになる。すなわち、主君は(前条=レーン法57・2で述べられているよう

に)、(この所領についての)gedingeを家臣に封与したことを想い出さず(ないし、出

せず)、その所領は自分(に帰属したものであり、したがって自分)が占取すべきもの

と考えている、ということがそれである。そこからさらに、この場合、家臣は(前

出レーン法57・1の末尾、 e-eの件で述べられている)主君に (gedingeの封与を)["想

起jさせる手続を(まだ)とっていなかった、ということも判る。それだけでは

ない。主君が家臣を問責し、あるいは、(レーン法廷に)召喚することは、最もき

びしい形で、彼が家臣による所領の占取を「承認し(てい)ないJを示すことにな
るから、(本註の箇所にひきつづき述べられている)家臣のそれに対する対抗手段、

特に(後註 12の箇所の)所領についての「彼の権利」の立証は、(前出レーン法57・

1末尾の)主君に (gedingeのまI与を)r想起」させる手続に包摂される(もっと端的に
言えば、その手続と同じものな)のではないか、という推察にもつながるであろう。

この点については、後註・ 12と13を参照されたい。

10)この件の「直ちに」の語は、本条・末尾(rけだし・・・I以下、後註.14まで)の一文
を参照することによって、「家臣の年期が終了するまでの間待たないで」と言う

合意を持つことが判る。次註・ 11、および、後註・ 14を参照されたい。

11) (il) vorestan (= vertreten)の語は、この場合、(補訳を加えておいたように)、(その所

領を)r自分が占取すべき所領であるとして主張・擁護する」、という意味に解さ
れるが、前(註・ 10の箇所)の「直ちに」の語と併せて考えると、["(主君によって問

責・召喚された場合に)欠席したり次の裁判期日まで猶予を請うことなく、直ちに

(主君にその場で)応答・応訴して……」、という合意をももつことになる点に注意

されたい。なお、「裁判期日」の問題については、後註・ 14を参照されたい。

12)この場合、主君が家臣を問責(しようと)するのは、前註・ 9で述べたように、主

君が家臣による所領の占取を「不法jと考えるからであり、したがって、それに

対抗して家臣が立証すべき(この箇所の)sin rechtとは、所領を「占取」し「占有」

(・支配)するための法的根拠(ないし「権原J)、具体的には、家臣には、主君から

その所領について gedinge(の権刺)が封与されていることを指す、と解さなけれ

ばならない。ひきつづき次註・ 13を参照されたい。

13)前註・ 12で述べたように、家臣が立証すべき sinrechtが(具体的には)["家臣には
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主君からその所領についての gedingeが封与されていることjであるとすれば、

それは、前出レーン法57・lの末尾に見られる手続によって、家臣が主君に「想

起」させるのと同じものである、ということになり、したがってこの件の家臣の

所領について「彼の権利jを立証するための手続も、前出レーン法57・lの末尾

(e -eの件)に明記されているのと同じ、「その封与を見また聞いた(=目撃した)

(同じ主君の)家臣二人と自分とも 3人の証人による立証」である、ということに

なるはずである。なお、以上によって、前出レーン法57・1、註 .4で述べた

( rレーン法Jでは、 gedingeを封与されていた家臣は、所領を占有・支配していた家臣
が死亡した時、必ずしも(あらかじめ)主君の「承認」を求めなくても、所領を占取す

ることができ、主君がそれを「承認しないJ場合に限って、主君に(gedingeの封与を)

「想起jさせる手続をとればよい、という見解に改められている、とする)私見が補強

され(ないし、裏づけられ)ることは、改めて指摘するまでもあるまい。なお、(前

出レーン法57・l、註・ 13で触れ、 57・2、註・ 6でも論じた)r彼(=家臣)の法定年
期Jの問題については、次註・ 14を参照されたい。

14)この(直訳すればH彼はそれについていかなる年期(の問)も待つてはならない」

という一文が、(そこまでの)本条・前段において、(主君から所領の占取について問

責・召喚された場合)、家臣は「直ちにJ(それに応答・応訴して)その所領について

の「権利」を立証しなければならないとされていたことを、(家臣のH年期Jとの
関連でさらに具体的に説明しようとするものであることは(補訳を併せてお読みい

ただければ)明らかであろう。

さらに、この件(=上記の命題)については、すぐ後の次註.15以下の本文で、

その理由が述べられているので、それを(それへの訳註と併せて)参照していただ

きたいが、この命題について見落とすことができないのは次の点である。すなわ

ち、家臣が(主君から問責・召喚された場合、「直ちにj応答・応訴して)rいかなる年
期(の問)も待たずにJ(彼の所領についての「権利jを)立証しなければならないと

すれば、主君による問責・召喚も(当然)家臣の「年期」内に行われていなけれ

ばならないはずであり、ここでも家臣の「年期J(であるはずのもの)が、(すでに前

出レーン法57・2、註・ 6で述べておいたように)、 前出レーン法57・1の末尾

(e -eの件)で、主君が家臣に対して(その所領についての gedingeが封与されている

ことを)r承認しないJ(=否認する)場合と同じように一一、(実質的には)主君が家
臣を問責・召喚するための期限にもなっている。そこで、以下においては、(前出

レーン法57・2、註・ 6では留保しておいた)家臣が(主君の「承認Jを求め、あるい

は、その所領について gedingeが封与されていたことを「想起jさせるための)r (法定)
年期」との関係はどうなるのか、という問題についての私見をまとめて述べてお

きたい。

家臣が(主君よりも先に)所領を占取したのが「年期J内であって主君が家臣を
それについて問責・召喚すれば、それは(J-.述したように)ほかならぬこのレーン
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法57・3のケースであり、家臣が「彼の権利J(前註・ 12で述べたように、実質的に
は、彼に gedinge (の権利)が封与されたこと)の立証を果たせば、所領を(主君から

非議される余地のない、その意味で)I完全なj権利をもって占有・支配する(ないし、

しつづける)ことになる。これに対して、家臣が(問責・召喚に応じなかった場合は

もとよりJI彼の権利」を立証することができなければ、(本条では明示的に述べられ

ていないが)、当然、家臣(からレーン法廷の判決をもって、所領(の占有・占有権)が

手IJ奪されて、彼)は所領を失うことになり、しかも(後続の件で)、(特に後註・ 16で

述べるように)(実質的には)主君が家臣を問責・召喚したことによって家臣の「年

期」は短縮され(ないし、終了し)たことになる、という趣旨のことが述べられて

いるから、この場合、家臣は「彼の権利jをすべて(完全に)失った(=その所領

を訴求することさえできない)ことになる。また、家臣が所領を(主君より先に)占

取したのに、主君が家臣の「年期jが経過するまで家臣を問責・召喚しなければ、

家臣には(前出レ ン法13・l=AV1 -103の規定によって)(少なくとも大多数の場

合)所領についての rechtewereの権利が成立し、その後で主君が家臣を問責・召

喚し(ょうとし)ても、家臣は(もはや)(目撃証人二人と共に自分と 3人の証人によっ

て)I彼の権利J(= gedingeの封与)を証明するに及ばず、(彼による所領の占有を適法
と信ずる家臣仲間 6人を自分とも 7人の証人によって)所領の(6遇と l年に及ぶ)占有

(の事実)を証明すればよいことになるから、主君が勝訴する見込みは(ほとんど)

なくなるであろう。(なお、この最後の点については、後註・ 17をも参照されたい)。

15)以下の本条-最後の一文は、(所領を主君よりも先に占取した)家臣が(そのことにつ

いて)主君から問責・召喚された場合、彼は「直ちにjその所領を主張・擁護し

て「彼の権利Jを立証しなければならず、それ(=彼の権利の立証)について年期
(がまだ残っていてもそれが終るまで)の間待:って(いて)はならない、という上述の

論旨を理l打づけようとするものであるが、それについては、前出レーン法22・5

(ニ「けだし、家臣が(所領の授封を)希求することによってそれ(=彼の年期)を延長

(ないし更新)するのと同じように、主君は(所領を一一同条の冒頭を参照)提供(する

こと)によって彼(=家臣)の年期を破る(=短縮する、ないし、終了させる)J)、および、

50・2(=AV 1 -119) (1=家臣は、彼が彼の所領(の授封)を希求し、そして主君が

彼(=家臣)に対してそれを不法に拒絶する(ないし、した)場合 (AVでは、「家臣が

(主君に対し)忠誠宣誓を提供する(=捧げる)ことによってJ)、彼(=家臣)の年期を

延長(ないし、更新)するのと同じように、主君は、彼(=主君)が彼(=家庭)に所

領 (AVでは「レーンJ)を提供する(ないし、した)場合、彼(=家臣)に対しそれ(=

年期)を短縮する(ないし、終了させる)J)を参照されたい。

16)この箇所の rechtの語は、文脈上、前(註・ 12の箇所)の sinrechtを承けたものと

考えられるが、前註・ 12で述べたように、その sinrechtの語は、家臣が(主君の

「承認」を求めずに)所領を占取した「法的根拠J(ないし、「権原J)、具体的には、

家臣が(その所領についての)gedingeを封与されたこと、を指している。しかし、

北法54(4・227)1323



資料

本条のケースにおいては、主君は(その事実を記憶しておらず)家臣による所領の

占取を「不法Jと考えて家臣を問責・召喚(しようと)するのだから、そうした
r(家臣の)権利jを主君が(家臣に)提供する、ということは考えられない。そこ
で、上掲・邦訳においては、「権利J(recht)の語の後に「を立証する機会」とい

う補訳を施しておいた。家臣が (gedingeを封与された事実を証明して)彼の「権利」

を立証することができれば、家臣はそれ以後、主君も非議しえない形で、所領を

ひきつづき(自分のレーンとして)占有(・支配)することができるから、(家臣の勝

訴を前提する限り)、主君による家臣の問責・召喚は、家臣に「彼の権利」を立証

する機会を提供することに(も)なる、と考えることができるからである。

こうした解釈にとって参考になるのは、前出レーン法 (50・2の直前に位置する)

50・1(= AV 1・117・b、1・118)のケースである。そこでは、主君が(家臣が

所領を受領すべき)年期内に国外へ出かけた場合が扱われ、その場合、家臣の年期

は主君が(面トへ)戻った時に(改めて)始まる、とされているが、「レーン法」では
やかた

その後に、家臣が主君の帰国後(彼の年期内に)主君の家屋敷・舘あるいは裁判集

会で主君と会ったにもかかわらず所領を受領しなかった時は、家臣は「彼の所領

を(年期の)慨怠によって失うことになる」、という (AVにはない)補足が加えられ

ている。前註・ 15に引用したレーン法50・2はこの直後につづいている。つまり

そこでも、 r(主君が家臣に)所領を提供する(ことによって家臣の年期を短縮する)J、
と言われているのは、必ずしも主君が積極的ー能動的に家臣に所領を授封する意

思を表示したり、あるいは、そのための行動をとったりすることに限らず、家臣

が主君に所領の授封を希求しようと思えばそうできる機会があった、という事態

をも含んでいるのである。

17)最後に、前註・ 14(の末尾)で述べた私見に関連して、一つ補足しておきたいこと

がある。すなわち、そこでは、 (gedingeを封与された)家臣が彼の「年期内にJ(主

君よりも先に、つまり主君の「承認Jを求めずに)所領を占取した場合、主君が(家臣

の)r年期Jが過ぎるまで家臣を問責・召喚せずにそれを放置しておくと、家臣に
は(大部分の場合)rechte were (の権利)が成立してしまう、ということを指摘して

おいた。そこでも挙げた前出レーン法13・1は、「レーン法」で rechte(Ge)we陀

の概念を「定義」した条項と見なすことのできるものであるが、対応する AV1 

・103を、(幾つかの)重要な「改訂jを施した上で、 (AVにおけるよりも)大幅に前

方へ移したものである(その点については、前出レーン法57・1(= AV 1・21、1・

22)、註・ lで挙げた、石)11IAVとおPJ、14ー16頁を参照)0 rレーン法」の諸条項の
中で対応する AVの条項とくらべて大幅にその位置が移されているのは、その

レーン法13・1とこの(レーン法57・3のすぐ前に位置し、その記述への導入の役割り

をも果たしている)レーン法57・lの二つだけである(同条への註・ 1を参照)。前述

した私見が正しければ、これら二つの条項は内容的にも関連があることになり、

したがって両条項の「改訂」ゃ「位置の移動jが(1ドイツ話第 l版」成立の際に)
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同時に行われたことの有力な傍証となるのではないか。このことは、「ザクセン

シュピーゲル(テキスト)成立史jはもとより、同書における (rechte)Gewere概

念の成立の問題についても重要な意味をもちうるので、ここで補足させていただ

いた次第である。

271 

57・4]) ある主君が(家庄の)年期内一一すなわち、それ(=ある所領)

が(それまでの持主の死亡によって)(その)家臣に(すでに)帰属した (anirstorven 

is ) 2) 時(ないし、した後)、そして彼(=その家臣)がその主君に彼(=家臣)(へ)

の授封(=自分にその所領(についてのゲデインゲ)が封与され(てい)たこと)討

を想起させる(inneren)べき関心一一一に死亡し、あるいは、彼(=主君)が彼

の家臣の(=彼の家臣にそれについてのゲテインゲを封与していた)所領を(上級主

君に)返還する(ないし、した)(op let) 5)ならば、彼(=ゲデインゲを封与されて

いた家臣)は、ゲデインゲ(gedinge) (=占有・支配を約定ないし予約されていた

所領)としてではなく、6) (すでに占有・支配している)正規のレーンrechtlenと

して、7) 彼の所領の授封更新を求めるべきである、8) (たとえ)彼(=ゲデインゲ

を封与されていた家臣)が(上級主君から)彼(=誰か上級主君の家臣)を(新しい主

君として)指定される (gewisetwert) (ないし、された)9) 場合でも、¥0)11)くそれ

というのは、その所領(were ) 12) は(それまで所領を占有していた家臣の死亡に

よって)(すでに)彼(=その所領についてのゲデインゲを封与されていた家臣)に帰

属しており(irstorven is )、13) そして(ないし、しかも)彼(=家臣)がそれ(=そ

の所領)14) を、法(の定め)に従い、彼(=上級、ないし、新しい主君)の許へも

ちこんだ15) からである。 >16) しかしながら、最初の(=彼にゲデインゲを封与し

た)主君に対しては(deme ersten he汀巴n)、17) 彼(=ゲデインゲを封与されていた

家臣)は証人(による立証)をもってその所領(についての彼の権利)を立証(して

それを保持)すること(dat gut to behaldene )を申し出るべきである。18) (この場

合)、彼(=最初の主君)が不法にも(ないし、法(の定め)に反して)(mit unrechte) 

そのこと(=家臣の証人による立証)に異を唱え(ないし、反対す)る19) ならば、

(あるいは、異を唱え、ないし、反対しても)、彼(=家臣)は、彼(=自分、家臣)

にそれについて法(=法の定める手続、この場合、証人による立証)が拒絶された

( dar eme rechtes geweigert is ) 20) (その)所領を法(の定め)に従い(mit rechte ) 
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(立証してH呆t寺した(ないし、保持している)ことになり (behaldenhevet)、21)ま

たそれについて正規の(ないし、適法な)授封更新請求権(rechte volge )却を

もっ(ないし、耳1得した)ことになるon)

1)この条項も、 AVに対応条項がなく、「レーン法jで補足された(と目される)もの

であるが、(特に後註・ 10、16、23で述べるような問題があって)それを正しく解説す

ることは、必ずしも容易で、はない。しかし、(私見によれば、註 '6-8などの箇所

から)、本条も直前のレーン法57・1-57・3と同時にしかもそれを承けて補足

された、と考えることができるので、以下においては、この手がかりを見失わな

いように気をつけながら日丁略に解読を試みたい。

2) anirstervenの語は、これ以外の箇所では OrdnungIIaに属するラント 2・33だけに

見られ、「ドイツ語第 l版J( Ordnung Ia )のテキストには姿を見せないが、 (Text，
Glossar der Wortbedeutungen， S. 231 に拠れば)、 irstervenの語と同義に用いられる(こ

の点については、後註・ 13をも参照)。その Irstervenの語については、前出レーン法

18、註.5を参照されたいが、そこでも指摘しておいたように、この語は「レー

ン法jでは、すべて AVに対応条項ないし対応する語のない箇所で用いられてい

る。前出レーン法57・1(註・ 6の箇所)においても、この語は「レーン法jで補足

された tとHされゐj1午に姿を見せゐが、、このレーシi去りγ・4で(もそれと1"1義のj

anirstervenの語が(前註.2の筒所で)用いられていることによって、ここで扱わ

れているケースの内容は、前出レーン法57・1-57・3で扱われているそれと深

くかかわっている、ということが示唆されている。

3) この筒所の sine(r)lennngeの語を、「補訳」のように、(所領の封与・一般ではなく)

「所領についてのゲデインゲの封与jと解したことについては、前註・ 2、およ

び、次註・ 4を参照されたい。

4) innerenの語も前出レーン法57・1、註・ 14の箇所で用いられていたものである

が、この語はそこでも一一たとえば (mitZeugen beweisenないし durchZeug叩 uber.

臼hren.一般を指す)vertugenの語(前出レーン法39・4、46・1、後出レーン法76・7

などを参照)とは異なり一一、 gedingeの封与を(想い出せずに)r承認しないJ= 
「承認するJ主君に対して(二人の目撃証人と自分とも 3人の)証人によってそれを

「想起させ(て承認させ)るj手続について用いられている、ということに注意さ

れたい。ひきつづき次註・ 5、および、後註・ 8を参照されたい。

5) oplatenの諸については、前出レーン・法16(=AV 1 . 42)、註.3を参照。

以上の検討によってすでに、(後註.8までの)本条の前段で扱われているのは

次のようなケースである、という見当がつく。すなわち、ある家距=Aに主君=

Bから、すでに別な家臣=cの占有・支配する所領についての geding巴が封与さ
れており、 Cが封相続人なしに死亡し、 Aの(必要な場合に、 Bにgedingeの封与を
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「想起jさせるべきH年期j内に(したがって、 Aがまだその手続をすませていない聞

に)Bが死亡し、あるいは、その所領を上級主君=Dに返還してしまう、という

ケースがそれである。

家臣=Aに一-gendingeではなく一一正規のレーン(= recht len)が封与され

ていて主君=Bが死亡し、あるいは、 Bが上級主君=Dに所領を返還すれば、 A

は(授封更新請求権をもち)新しい主君に対して所領の授封更新を求めることにな

るが、 Bに息(=封相続人)=Eがあれば、 Aの新しい主君(したがって、 Aが授封

更新を求める相手)は当然Eになる(特に、前出レーン法25・3(前段)= AV 1・60を

参照)。しかし、 Bに息(=封相続人)がない場合(その場合、所領はDの手に戻るこ

とに注意)、および、 Bが所領を(Dに)返還した場合には、 Aは(まず)上級主君

=Dに所領の授封更新を求める。(特に前出レーン法25・1= AV 1・57、1・58を参

照)。その場合、 Dは(自ら)Aに所領を授封するか、あるいは、(それを望まない場

合には、自分の家臣の中からAの)新しい主君=Fを指定し、(後の場合)AはFから

所領の授封を受けることになる(同条を参照)。

しかし、 Aに一一rechtlenではなく --gedinge(の権利だけ)が封与されてい

た場合は、前出レーン法5・1(==AV 1・20)に明記されているように、 Aには

volge (=授封更新請求権、ただし、同条、註・ 4を参照)がない。さらに、前出レー

ン法11・1(= AV 1・33)は、同旨のことを、「いずれの所領であれ家臣が彼の

gewereにおいてもっていない(二まだレーンとして占有・支配していない)もの(に

ついて)は、……その授封更新をもう一人の(=新しい、または、上級)主君に求め

ることをえない」、と述べている o それにもかかわらず、(後註.8までの)本条・

前段では、 Aが (Bからは gedingeを封与されただけでまだそれを「想起させるj手続を

とっていない)所領を rrecht lenとして(その)授封更新を求めることができる」、
とされている。その理由については、特に後註.8で改めて検討するが、ここで

はそれに関連して次のことだけを指摘しておきたい。もし(前出レーン法57・1に

対応する)AV 1・21に見られるような (Aは所領を占有するに先立つて(必ず)Bの

「承認」を得なければならない、とする)見解を維持する限り、(後註.8までの)本

条・前段のように、 Aにrechtlenとして所領の授封更新を求める余地はなく、し

たがって、前出レーン法57・lにおいて、 Aには(所領を占有・支配していた)C 

の死亡と同時に(主君の「承認Jを待つまでもなく)所領の占有権が帰属する、とさ

れており、さらに前出レーン法57・3において、 Aは (Bからそれについて問責

白喚された場合、 l直ちに「彼の権利jを立証することができる限り)所領を主君よりも

先に(したがって、主君にあらかじめ「承認jを求めることなくH占取」することが
できる、とされていることは、このレーン法57・4(前段)に述べられているAに

対する(recht lenとしての)授封更新請求権の容認と深いかかわりをもつはずであ

る、ということがそれである。

6 )ここで(わざわざ)r gedingeとしてではなくJと断わられていることによって、前
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註・ 5までに述べてきたように、この条項(の前段)は gedingeを封与されていた

家臣=A(の授封更新請求権)にかかわっていることを疑問の余地なく確認できる

であろう。すでに所領を(recht lenとして)占有・支配していた家臣の授封更新請

求権については、そうしたことを(わざわざ)断わる必要ないし理由がまったくな

いからである。

7) r正規のレーンJ(recht len )については、前出レーン法55・9(および、同条への
註.2で挙げた、石111rヘールシルト制J(2)、63頁以下)を参照されたいが、そこ
では r印刷 lenがgedingeおよびwardungeと対比されていることからも明らかなよ

うに、 rechtlenは(ほんらい)家庄が(主君から適法に授封され、レーンとして)現に

占有・支配している所領のことである。ひきつづき次註.8を参照されたい。

8 )こ(こまで)の件では、(家臣=cが占有・支配していた所領についてのgedingeを主
君=Bから封与されていた)家臣=Aが、 Cが死亡してその所領についての占有権

がAに帰属したものの、まだAが(gedingeの封与を)Bに「想起Jさせる手続を

すませていない問に、 Bが死亡し、あるいは、(その)所領を七級主君=0に返還

した場合、 Aはー-gedingeとしてではなく一一rechtlenとしてその所領の授封

更新を求めるべきである、としている。そこで、当然、なぜAはこの場合recht

lenとして所領の授封更新を求めることができるのか、ということが問題になる

であろう。

前註.7で述べたように、 rechtlenは(ほんらい)家臣が(主君から適法に授封さ

れ、レーンとして)現に占有・支配している所領のことである。 Aは授封更新請求

の時点で(問題の)所領を現に占有・支配しているのであろうか。前出レーン法

57・lによれば、 Cが(息=封相続人なしに)死亡した時点で所領の占有権はすで

にAに帰属しており、前出レーン法57・3によれば、 Aはその場合Bよりも先に

所領を「占取jすることもできる、とされているから、 Bが死亡し、あるいは、

所領を返還した時点でAがすでに所領を占有・支配している可能性も小さくはな

いであろう。しかし、 Aが必ずその時点までに所領を「占取jしているとは限ら

ないのではないか。それに、 AがまだBに「想起させる」手続をすませていない

とすれば、 Aがその所領を rechtlenとして占有・支配するための権利には般抗が

ある、という問題も残るかもしれない。 Aはそれでもなお rechtlenとして所領の

授封更新を求めることができるのであろうか。

まず、 AがBに(gedingeの封与をH想起させる」手続については、(後詰 16以

下の訳註で述べるような)私見によれば、本条の後段に次のような趣旨の記述があ

る。すなわち、 AがBに(gedingeの封与を立証するために)証人による立証を申し

出た場合、もしBがそれを「不法に」拒絶しでも、 Aは所領を立証・取得したこ

とになり、 Aはその所領について授封更新請求権をもっ、というのである。これ

によって、 AがBに(gedingeの封与を)r想起させる」手続のもつ比重は、もとも
と、 Aが自分の貫によらないでそれを立証することができなくても、 Aが所領を
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適法に rechtlenとして占有・支配できるという帰結は動かない、という程度のも

のにすぎないということが判る。本条・前段のケースも、 Aの「年期」内にBが

死亡し、あるいは、所領を返還したことによって、それ以後、 AがBに(gedinge 

の封与を)立証する機会はAの責によらないで失われるわけであるから、所領は

(その時点で)Aのrechtlenになる、と考えることができょう。したがって、 Aは

(もし~.、要なら)それ以後いつでも所領を「適法に」占取した上で、 (D または E に

対する)授封更新を求めることができるはずで、ある(この点については、後註.22と

23をも参照されたい)。

なお、本条・前段をここまで読んでくると、 Aが授封更新を求める「主君」は、

前註.5で述べたように、当然、 Bが息(息=封相続人)を遺して死亡した場合は

IBの息J=E 、それ以外の (Bが息なしに死亡し、あるいは、所領を返還した)場合

には、「上級主君J=Dということになるはずで、あるが、このあとにつづく(註・

10までの)一文の解釈し、かんによっては、これと異なった理解に導かれることに

なる。この点については、後註・ 10を参照されたい。

9) wisenの語については、 l前出レーン法15・2、註・ 5、および、(前註・ 5でも挙げ

た)25・1(=AV 1・57、1. 58)、註・ 9を参照されたい。

10)前註.8の筒所のあとここまでの原文は、 swenhe an en gewiset wert mit rechteで

あ(り、もともと代名詞 enが承けているはずの名詞がこの条項には見当たらない、とい

う問題もある)が、これをヒルシュは wenner an den herren mit 陀chtvewiesen wird 

と訳し (Hi..S. 156)、ショットもこれに追随している (Sch.，S. 305)。これは原文

のswenの語を(単に)wenn意味に解したものであるが、こうした解釈を採ると、

ここまでの前段を以下のように限定してしまうことになる。

一般に、主君=Bが死亡した場合、家臣=Aが授封更新を求めるのは、 Bに息

(='1'イ相続人)=Eがあれば(もちろん)Eに対してであり、上級主君=Dに授封更

新を求めるのは、 Bが息なしに死亡した場合に限られる。また、 BがDに所領を

返還した(などの)場合にも、 Aは(まず)Dに授封更新を求めるが、その場合、

Dは(もちろん)自らAに授封することができ、 DがAに「新しい主君J=F(とし

て自分の家臣の一人)を「指定jするのは、 DがAに(自ら)授封することを望まな

い時に限られる。したがって、この件の swenの語を(ヒルシュやショットのように)

(単に)wennの意味に解すると、それに導かれる (1....記の)一文は、前註.8まで

の (1Aはrechtlenとして所領の授封更新を求めるべきであるJとする)命題を、 Dが

AにFをI(新しい)主君」として指定した場合だけに限定することになる。

しかし、前註・ 8までの本条・前段には、 (特に前註 '8に明らかなように)Bが

死亡し、あるいは、所領を返還した場合のうち、 Dによる Fの指定のケースだけ

を特別扱いする理由は見当たらないというだけでなく、そうした解釈を採ると、

IBが死亡し、あるいは、所領を返還した場合jのうち、 Bが息=Eを遣して死

亡した(という、最も多く起こるはずの)ケース、および、 Dが(自ら)Aに授封す
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るケースについて、本条は(後段を含めても)何も述べていない、ということになっ

てしまう。さらに、この「欠J(=難点)補うべく、本条・後段の解釈についてい

ろいろ工夫を重ねてみても、(特に後註・ 16と23で述べるように)とうてい成功する

とは思えない。

そこで、 swenの語が、エックハルトによればwennauch immerの意味であり

( Text， S. 241)、 M.LEXER (Mittelhochdeutsches Handworterbuch， Bd. 2， Sp.1337)によれ

ばwennauchを意味する場合もある、という点に着目して、上掲・本文において

は、 i(たとえ)彼 (=A)が彼(=誰かDの家臣)を(新しい主君として)指定される

(ないし、された)場合でもjと邦訳しておいた。もちろん、(ヒルシュやショットの

訳では除外されることになる)上記・二つのケースをも含めたすべての場合、 Aは

recht lenとして所領の授封更新が求めうることを前提にした上で、(Dによって)

iC新しい)主君J=Fが指定された場合には、 Aは改めてFに授封(更新)を求める
ことになるので、念のためにその場合も例外ではないことを付記したもの、と理

解してのことである。

11) ここから後註・ 15までは、[ドイツ語第3版J(Ord即時Ic)のテキストにおける補
足であるが、この件は、 dorchdatの語 (=d細 it，weil， deswegen -Text， S. 225)で始

まり、特に(後註・ 13までの)前半の内容からしても、(前註・ 10までの)本条・前段

の論旨(特にAがrechtlenとして授封更新を求めるべきこと)を理由づけようとした

もの、と解される。(ヒルシュ訳は!第3版Jのテキストを含んでいないが、ショット

はこの件を D四n……と訳しているいただし、それがどの程度その[理由づけjに

成功しているかについては、後註・ 15で述べることを参照されたい。

12) この箇所の wereの語を「所領」と解したのは、次のような理由による。①この

wereは、まず(次註・ 13までのこの補足の前半で)、(gedingeを封与されていた)家臣

=Aに(すでに)帰属しているJとされているが、本条の冒頭(註.2の箇所)で、

「家臣=Aに帰属した」とされているのは、 i(他の家臣=cが占有・支配していた)

所領J(gut)である。②ひきつづき(後註・ 15までの後半で)、この wereの諾を承

けた(後註・ 14の箇所の)代名詞・ seについて、「彼=Aがそれ(=se)を法(の定

め)に従い彼 (=Aが授封更新を求める主君、私見によれば、 Bの怠=E、あるいは、

上級主君=D)の許へもちこんだ」とされているのは、「所領J(gut)である。③

レーン法38・4には、(wereと互換的に用いられる)gewereの諸について(ではある

が)、(同条と同旨のことを述べた)ラント法2・70では gutと言われていた筒所に

wereの語を宛てた用例がある(同条への註・ lと2を参照)。もちろん、 wereの語

を用いている以上、rcその)所領の占有・占有権」という含意あ(りう)ることを
無視するわけにはいかないが、その点については後註・ 16を参照されたい。

13)前註・ 12を参照。

14)前註・ 12を参照。ただし、前註・ 10までの一文、および、後註・ 16の箇所の de

erste herreの理解の仕方いかんによっては， (Aが授封更新を求める「主君Jを指す)
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「彼Jを(Dが指定した)r (新しい)主君J=Fと解する向きもないわけではあるま
い。この点については、後註・ 17を参照されたい。

15)前註・ 12を参照。

16)ここでは、以上の「ドイツ語第3版Jにおける補足がその(もともとの)目的(=
本条・前段の論旨の理由づけ一一前註・ 11を参照)を(どの程度)果たしているか、を

検討しておきたい。そのことを考えるために最も重要なのは、(私見によれば)、こ

の補足の後半で、前註・ 12の②で述べておいたように、前出レーン法22・2(= 

AV .47)に見られた一文(後註・ 18、①に引用)が (3人称に改められた上で)その

まま引用されていることである。そのもとになった文は、もともと(レーン法22・

2では)、家臣の息(=封相続人)が(亡父の)所領の授封を主君に求め、あるいは、

家臣(本人)が(主君交替の際に)新しい(ないし、上級)主君に授封(更新)を求める

際に、家臣(の息、ないし、本人)が主君に申し述べるべき文言として書かれてい

たものであり(同条への註・ lを参照)、そこでは息(=封相続人)、ないし、家臣(本

人)が所領を、 erflenないし rechtlenとして、すでに占有・支配している。した

がって、この補足の後半では、(本条・前段の論旨を理由づけるためには)(ほんらい)

論証されなければならないことが(あらかじめ)前提されていることになる。さら

に、その直前に位置するこの補足の前半も、(仮にこの箇所の wereの語が「占有権J

を窓味するとすれば、 Aによる所領の「占取」を(多少は)理由づけることになるが)、

こうした後半とのつながりにおいては、(家臣が主君の許へ所領をもちこむための前

提として)家臣による所領の占有・支配の事実を強調している、ということにな

らざるをえない。これを要するに、この「ドイツ語第3版」における補足は、本

条・前段の論旨を理由づけることに成功しているとは言えず、読者が本条の「ド

イツ語第 l版」の論旨を(正しく)辿るのを阻害することにさえなりかねないが、

もしそこにわれわれの参考になる点があるとすれば、それはそこでも(授封更新

請求の時点における)Aによる所領の占有・支配が(当然のこととして)前提されて

いる、ということ(だけ)である。

17) この筒所の deerste herreの語については、それが(具体的には)誰(あるいは、どの

主君)を指すのか、と言うことが問題になる(はずである)。

前註・ 10で述べたように、(前n.8のあと)そこまでの文の冒頭に姿を見せる

swenの語を(ヒルシユやショットのように)(単に)wennと解すると、前註・ 10まで

の一文は、(その前に位置する、前註・ 8までの)家臣=Aが["gedingeとしてではな

く、 rechtlemとして彼の所領の授封更新を求めるべき、ないし、求めることので

きるJ主君を、上級主君=Dから指定された["(新しい)主君J=Fだけに限定す

ることになり、それとの対比されているこの(本註の箇所の)de erste herreは、(D

によって指定されたFではなく)、 Aが(その際)["最初に授封更新を求めた主君」、

すなわち「上級主君J=Dを指すと解する余地が(まったりないわけではない、
と思われる。さらに、 deerste herreの語を以上のように解すると、(前註・ 5まで
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の)本条・冒頭で述べられていた rBが死亡し、あるいは、所領を返還した場合」
のうち、そこまでに触れられていなかったAが上級主君=Dから直接に所領を授

封される場合がにの箇所以下の)本条・後段で扱われている、と解する余地も生

まれるかも知れない。

しかし、こうした解釈を採ることは(やはり)できない。ここではその理由を二

つ(だけ)挙げることにするが、もちろん、本条・後段との整合性も問題になる

ので、次注・ 18以下における検討をも参照されたい。①(本条と同じく家肢による

授封更新(請求)の問題を扱った)前出レーン法25・1(= AV 1・57、1. 58) (註・

8までの文)では、また(本条の直後につづく)57・5においても、 deerste herreの

語は(家臣が授封更新を求める (de)叩 der(e) herreとの対比において)(死亡した、または、

所領を返還した)r (以)前の主君J=Bを指して用いられている。(したがって、
ander herreもむしろ「第 2の主君Jと訳すべきであろう)。②(上述したように)前tIJ

swenの語を wennの意味に解した場合、この deerste herreを「上級主君J= Dの

意味に理解しでも、 Bが息(=封相続人)=Eを遺して死亡した場合(には、 Aは

当然Eに対して授封更新を求めることになり、 Dに授封更新を求めることはないから、

その場合)については本条・後段で言及されていない、という問題は依然として

解消きれないことになる。

18) この件以下の後段は、私見によれば、(前註・ 10までの)本条・前段で述べられて

いる(gedingeを封与されていた)家臣=Aがrechtlenとして所領の授封更新を求め

る手続との対比において、 Aが(gedingeを彼に封与した)r最初(=前)の主君J= 
Bに対して、その所領についての彼の「権利Jを立証する際にとるべき手続を述
べたものであるが、まず、この(本註までの)件については、次の諸点について注

意しておきたい。①一般に、ある家臣が(主君の息z封相続人、ないし、上級主君)

に対して所領の授封更新を求める場合には、家臣は(前註・ 11でも触れた)前出レ

ーン法22・2(= AV 1・47)の文言(=["主君よ、私は貴殿に対して、私が法(の定め)

に1ftぃ貴殿の許へもちこんだ所領(の授封)を希求し、そしてそのために貴殿に対して

私の忠誠の誓を、 ー度、二度、三度捧げ、そしてそのことについて貴殿の家臣たちを証

人として引合い出しますJ)を述べ、その文言に従って彼の忠誠宣誓を(3度)捧げ

ればよく、その所領について彼のもつ「権利jを証人によって立証する必要はな

い(仁記・文言で言及されている「証人jは、後日、その所領について(主君による)授

封、ないし、(それにもとづく)家臣の「権利J(の有無)が争われた時のためのものであ

る)。したがって、この件で、 Aが「証人による立証jを申し出るべきであると

されていることによって、本条・後段のケースにおいては、(上述した「所領(授

封)の希求」の場合とは異なり)、 AとBが(レーン)法廷で (Aには)所領について

の「権利J(があるか)をめぐって争っている、ということが判る。②しかし、 A

とBはなぜ(あるいは、いかなる経緯で)法廷で争うことになったのか。前出レー

ン法57・(=AV 1・21、1. 22)によれば、ある所領について (Aに)gedingeが

北法54(4・218)1314



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(12)

封与されていた場合、その所領を占有(・支配)していた家臣=cが(息なしに)死
亡すれば、所領についての占有権は「自動的にJAに帰属する。したがって、前

出レーン法57・3で述べられているように、 AはBよりも先に所領を「占取」す

ることができるが、そのことについてBから問責・召喚された場合は、直ちに

(応答・応訴して)所領についての「彼の権利J(sin recht )を立証しなければなら

ない。その場合、 Aが行う立証は、(前出レーン法57・lで述べられている)Bにge-

dingeの封与を「想起させるjためのそれ、すなわち、(封与を目撃した)r家臣二人
と自分とも 3人の証人による立証jである、と推定される。以上のように考えて

くると、(本条)この件の (Aが申し出るH証人をもって」行われる立証も、それと

同じものであることが判るだけでなく、そもそもAが(レーン法廷で)Bと争って

いるのは、所領を(主君より先に)r占取」して、それについて主君から(そこへ召
喚されて)問責されたからである、と推定することができるのではないか。③こ

の件の behaIdenの語は、後註・ 21の筒所でも(behalden hevetという形で)もう一度

用いられているが、それをヒルシュは erstreiten( Hi.， S. 156)、ショットは ernn-

gen ( Sch.， S. 305f. )と訳している。上述したように、Aが (Bから問責・召喚されて)

Bと(法廷で)争っている以上、この訳は決して間違ってはいない。しかし、その

意味での behaldenの語は、(特に原告が)(まだ「占有Jしていない物や所領を法廷で(被

告と)争い、それについて自分の「権利jを)立証(し)・(それを自分のものとして)取

得する」場合にも用いることのできるものであるから、この場合そうした訳語で

は、 Aが所領を(すでにJr占有」しているかどうか、'fIJ然としないことになる。

そこで、上掲・邦訳では、この誘を敢えて「保持するjと訳しておいたが、それ

は、(もちろん②で述べた私見を前提にしたものであり)、前出レーン法22・3におけ

るこの語の用語法(後註 21)、および、最後の一文(具体的には、そこで rechte

volgeだけに言及されていること)とのつながり(後註・ 23)をも考慮した上でのこ

とである(後註・ 21と23を参照されたい)。

19)念のために一言しておくと、主君=Bが「異を唱え(ないし、反対す)るjという

のは、 (Aが申し出た)r証人による立証J(そのもの)を拒む(=行わせない)、という
ことであって、 Aが証人による立証を行ったのちに(それにもかかわらず))その所

領をAの(占有・支配すべき)レーンとして認めない、という意味ではない。この

点については、次註・ 20と後註・ 21を参照されたい。

20) rレーン法J(Ordnung Iaのテキスト)に限って言えば、 jm，rechtes weigerenという
i言い回しは、後出レーン法68・5(= AV 2・51)(の2箇所)、および、 76・1(= 

AV 3・13)と76・2(= AV 3・14)で用いられ、いずれも r(レーン法廷を主催す
る主君が)裁判(そのもの)を拒絶する」、という意味であ(り、そのことはAVの対

応条項によっても線認でき)る。(なお、「ラント法」については、 Ordnunglaのテキスト

でrechtesweigerenの語が姿を見せるのは、(ざっと調べた限りでは) 2・13・8くらい

のものであり、そこでもこの表現は r(裁判官が)裁判(そのもの)を矩絶する」という意
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味で用いられている一一アイケ以後のテキストについては省略する)。これに対して、

dぽ jm.af rechtes weigerenという言い回しは、前出レーン法22・3(= AV 1 . 48， 

1・49)で、次のような文脈の中で用いられている。すなわち、そこでは、直前

のレーン法22・2(= AV 1・47)で(前註.16と18で白及、ないし、引用したように)

家臣の息や家臣(本人)が主君に授封(更新)を求める際の手続を述べたのを承け

て、家臣がそうした手続を履んだにもかかわらず主君が彼を家臣として受け入れ

ることを拒んだ場合には、「家臣は、彼が彼の忠誠宣誓(ないし、臣従礼)をその

(授封を受ける)ために捧げた所領を保持す (behalden)べきであり、また、(それ以

後その所領を主君に対する)勤務なしに占有することができ (besitte)、(彼が授封を

希求したことについての証人が生存している限り)、二度と再びその所領(の授封)を

希求する要がなく、さらにその所領を彼の子(たち)に相続させるし、またそれ

を彼の家臣(たち)に(又)授封することもできる」とした上で、その理由を、「け

だし彼は、それについて彼に法(この場合、授封)が拒絶された所領(dat gut， dar 

eme rechtes af geweigert was )を法(の定め)に従い保持した(ないし、している)

( behalden hevet )のだから」、と言われている。この場合、(同条への註・ 5で述べ

たように、家臣への[授封」は「裁判Jに準じた手続で行われるものの)、主君と家臣が

法廷で(所領の帰属について)争っているわけでないから、 rechtの語は、具体的に

は一一「裁判jではなく一一「授封jを意味する、と解される。

本条・この件の darrechtes eme af geweigert siについては、何よりもこのレーン

法22・3における用語法を参考にすべきであろう。そこでは、(時相が異なるだけ

で)これとまったく同じ言い回しが用いられているだけではなく、その直後につ

づく文に、(語順こそ異なるものの)この件の直後におけるのと同じ (he)hevet mit 

問chtebehalden dat gutという表現まで姿を見せるからであるにの点については、

次註・ 21で改めて述べる。なお、上記引用中アンダーラインの箇所は、本稿 (4)、 764頁

では「取得したjと訳しておいたものを、前註・ 18、③で述べた理由により改訳したも

のである)。ただし、本条の場合は、 Aは(gedingeの形においてではあれ)すでに所

領を「授封」されているので、 (Bが)Aに拒絶した recht(es)は「授封」ではあり

えず、したがって、この箇所の recht(es)(= I法J)の語は、(実質的には)(Aが申し

出た)['証人による立証J(=裁判上の手続の一つ)を指す、と解するのが正しいであ

ろう。(なお、ヒルシュは、レーン法22・3と本条のいずれについても、町ch阻sの語を

(単に)d回目氾htと訳し、何もコメントを加えていないが (Hi.，S. 125 u. 156)、ショット

はこのうちレーン法22・3については、副nRecht (=彼の権利)と訳している (Sch..S 

265)。彼は、本条の方はd出 rechtと訳しているが (S.306)、やはり何のコメントも加え

ていない。本条についてならば直前のレーン法57・3(註・ 12の箇所に)sin rechtの語が

姿を見せるからまだしも、レーン法22・3の問cht(es)の語を「権利jと理解できないこ

とは、そこには日nの語がないという形式的開!mからもほぼ明らかなはずである。ザクセ
ンシュピーゲルにおいては、 rechtの話が「彬干IJJを意味する場合には、(実質的には)
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必ず(と言ってよいほど)持主が付記されているからである。(ただし、「各人生得の法J

についても js.rechtと言われることがあるから、その逆は常に真とは言えない)。なお、

前出レーン法57・3のsinrechtは家臣が「立証するjものだから、それを「家臣が証人に

よる立証を行うことJを意味する本条の recht(es)と同一視するわけにいかないことは、

改めて指摘するまでもあるまい)。ひきつづき次註・ 21を参照されたい。

21)ここには、前に(前註・ 18の箇所で)用いられていた behaIdenの語が再び姿を見せ

る。前註・ 20で述べたように、この件の原文(=(so) havet he behalden dat gut mit 

rechte)は、前出レーン法22・3のそれ(=(went) he havet mit rechte b巴haIdendat 

gut，……)と、(語順が異なるだけで)同じ詩(の組み合わせ)から成っている。レー

ン法22・3は(前註・ 18の①で述べたように)、すぐ前のレーン法22・2を承けた

ものであるが、そのレーン法22・2は、家臣が主君に対して所領(の授封)を希求

する際の手続を述べたものであり、この場合、(所領を希求する)家臣は、(前註・ 11

で述べたように)、(すでに)所領を占有・支配している。レーン法22・3は、これ

を承けて、家臣が所領を希求すべく忠誠宣誓を捧げたにもかかわらず、主君が

「不法にもJ(ないし、「法(の定め)に反してJ)家臣に対しての所領の「授封jを拒

んだ場合に、家臣がその所領についていかなる「権利Jをもつか、という問題を

扱ったものである。したがって、この条項(上記・引用中)の b巴haldenの語は、(前

註・ 19で述べたように)、(家臣がその所領を)r (ひきつづき)保持する(=レーンとして
占有支配しつづける)Jという意味に解される。

そうだとすれば、少なくともまず、(それと同じ詩の組み合わせから成り立ってい

る)本条のこの件もそれと同じことを述べようとしたものであって、この箇所の

behaldenの語もそれと同じく(家臣が所領を)r (ひきつづき)保持する」の意味にな
る、と想定し(た上で、本条(全体)およひ首i後の諸条項をそれと矛盾なく解釈するこ

とができるのか検証し)てみるのが、 JII買序というものではないのか。上掲-邦訳に

辿りついたのも、(実は試行錯誤を繰り返した末に、ょうやくにではあるが)そうした

作業を通じてであり、この14'をヒ掲・邦訳のように理解することによって、私自
身としては、(前註 5と(特に) 8で述べた)なぜこの条項の家臣=Aは、主君=

Bに(gedingeの封与を)r想起させるj手続をとっていないのに、 rechtlenとして
所領の授封更新を求めることができるのか、という問題に決着をつける手がかり

を揃むことができた、と考えている。この点については、さらに後註・ 23を参照

されたし、。なお、 l二指 邦訳には(r立証してJと「ないし、保持しているJの補訳
をjJfIえ、「ことになる」の語を補うなと)、レーン法22・3の邦訳と異なる点もある

が、これは両条項で、扱われているケース(そのもの)の相違、および、両条項でこ

の件が置かれている文脈の相違(本条については、特に前後の一文へのつながり)に

もとづくものである。この点についても、次設・ 22と後註・ 23を参照されたい。

22) rechte volgeの訟は、ザクセンシユピーゲル全巻を通じて、この筒所だけに姿を

見せるものであって、もちろん r(Aが)適法に授封更新を求めることができる」
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ということを(も)意味するが、それだけではなく、(前註・ 8までに述べられてい

る)I (Aが)gedingeとしてではなく、正規のレーンとして、彼の所領の授封更新

を求める(ことができる)Jということを説明しようとしたもの、と解される。こ

うした本条・前段とのつながりも、前出レーン法22・3との比較・対照によって

より明確に確認することができる。すなわち、そこでは(忠誠宣誓を捧げたにもか

かわらず、主君から所領の授封を拒まれた)家臣は、それ以降所領を(主君に対する)

勤務なしに占有できるだけでなく、「その所領を彼の子(たち)に相続させ、また

それを彼の家臣(たち)に(又)授封することができるjことが明示的に述べられ

ている。これによって明らかなように、(recht lenとして所領の授封更新を求める)

Aも「相続」権、および、(特に)(又)授封権をもっているはずだが、ここではそ

れらの「権利」には言及されずに、 Aが陀chtevolge (の権利)をもつことだけが

述べられている。なぜか。それは、私見によれば、家臣=Aが「最初の主君J=

Bに対して所領についての「権利」を立証する手続を扱っている本条・後段が本

条・前段(特に前註・ 8までの命題)(が成立するゆえん)を説明するために書かれた

ものだからである。(なお、レーンj去22・3でvolgeの「権利」に言及されていないの

は、そこでは授封(更新)を求めて拒まれた家臣のことが扱われており、家臣がvolgeの

「権利」をもっていることは前提されているからである)。ひきつづき次設 .23を参照

されたい。

23)最後に、もう一度(私見にしたがって)本条・後段の論旨を振り返ってみよう。ま

ず、(ある所領についてのgedingeを封与されていた)家臣=Aが(それを占有・支配し

ていた)家臣=cの死後、主君=Bの「承認Jを求めずに所領を「出取」し、 (A
の年期内に)Bからそれについて問責・召喚された場合、 Aは直ちにそれに応じ

て(その所領についての「権利J=それについての gedingeを封与されていることを)証

人によって立証することを申し出なければならない。 (Aがその立証をなし遂げれば、

Aは当然(それ以降)i晴れて」所領を recht lenとして一一占有・支配することにな

るが、そのことには言及されていない)。主君=Bが「不法にもJAによるこの巾し

出を拒んだ場合には、 Aはその(証人による)立証を果たせないことになるが、そ

れは (Bの不法な拒絶によるものであって)Aの責ないし落度によるものではないか

ら、 Aは(立証をなし遂げた場合と同じく)所領を(再び主君から否認ないし問責され

る余地のない、その意味で「非議される余地のないJ)recht lenとして(ひきつつ矛き)占

有・支配することができ、したがって、前段のケースについても、 (Cの死亡後A

の年期内に=AがまだBに所領の「承認Jを求める、ないし、 gedingeのJ完封を「想起さ

せるJ)手続をとっていない聞にBが死亡し、あるいは、所領を返還すれば、 AはBに対

して(所領についての)I彼の権利」を立証する機会を失ったことになるが、それは一一

後段のケース同じく一一Aの責ないし落度によるものではないから)、 Aは (Bの息=

E 、または、上級主君=Dに対して)正規の volgeの権利をもっと考えるべきであ

るG 私見によれば、以上がこの条項から読み取れる著者の思与i過t'eである O
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なお、家臣が自らの責ないし落度なしに所領について法定の手続をとっていな

くても、それによって彼の所領についての「権利」が損なわれることはない、と

いう考え方は、(主君の死亡後、家臣が主君の息に授封更新を求めるべき年期内にその

息も死亡した場合には、家臣はーーまだ主君の息に授封更新求めていなくても その

所領が帰属した(新しい)主君に授封更新を求めることができる、とする)前出レーン

法27・2(ニ AV1・72・b・後段)にも(すでに)見られる。また、前註・ 5では留

保しておいた、この条項の家臣 =Aは(授封更新請求の時点で)所領を「占有j

( 支配)しているのか、という問題については、(本註で述べた私見を加えると)次

のように考えることができょう。本条・後段でも(前註 2の箇所で)Cの死亡に

よって所領の「占有権」が(すでに)Aに帰属していることが強調され、(前註・ 3

の筒所で)inneren (= I想起させるJ)の請が用いられているだけでなく、(そのこと

によっても確認できる)前出レーン法57・1から57.3までの記述(の流れ)とのつ

ながりから百つでも、本条のケースについてはAが(すでに)所領を「占取」して

いると想定されている可能性が大きい、と考えられるが、仮にBが死亡し、ある

いは、所領を返還するまでのあいだAが所領を「占取」していなくても、本条を

私見のように解釈すれば、 Aは (Bの死亡、ないし、 Bによる所領の返還後)いつで

も「適法にJ所領を(市取Lて)recht lenとして「占有J(・支配)することができ

る、ということになるから、 (Aが授封更新請求前に所領を「占取」してしまいさえす

れば)、問題は(実質的には)解消するはずである。(なお、以上のように考えてくると、

前山レーン法57・1の末尾で、 Aが「彼の法定年期内にJ(註・ 11の筒所)Bに対して(ge 

dingeの封与を)I想起させる(ことができる)限りJ(註・ 14の箇所)とされていること

は、このレーン法57・4への伏線にもなっていることが分かるのではないか)。最後に

もう一つ付け加えておきたいことがある。前出レーン法5・lでは、同条への註

. 4でも指摘しておいたように、対応する AVl・20の「彼 (=A)にgedingeを

授封した主君(二B)がそれ (=cが死亡する)まで生存していないj場合には、 fA

はその所領をもっ(=市有・支配)することはないjという具体的な記述を削除し、

f gedingeには volgeはないjという(一般的・抽象的な)命題にまとめ(ないし、そ

れで間に合わせ)ているが、それは(少なくとも)一つには、 (Bの死亡後にも、 Aは

授封更新を求めることができる、とする)このレーン法57・4との整合性を考えたか

らではないのか、という問題がそれである。この問題については、次のレーン法

57・5との関連で、同条への註・ 10において改めて考察するので、それを参照さ

れたい。
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